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審査内容 

１ 議案第４６号 令和６年度甲斐市一般会計予算 
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開会 午前 ９時２７分 

 

○書記（池上 恵君） おはようございます。 

  ただいまから予算審査特別委員会を始めさせていただきます。 

  それでは、委員長挨拶、内藤委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 改めまして、おはようございます。ご参集大変ご苦労さまでござい

ます。 

  今日は３日目の中日ということで、お疲れのこともあろうかと思いますが、引き続き慎重

なるご審議をお願いしたいと思います。 

  なお、当局の皆さんにおかれましては、丁寧で分かりやすい説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（内藤久歳君） ただいまの出席委員は14名です。定足数に達しておりますので、

これより予算審査特別委員会を開会いたします。 

  なお、金丸委員及び藤原委員は、遅刻の旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。 

  本日も昨日に引き続き、一般会計歳出の予算審査を行います。審査に当たり、質疑は一問

一答で簡潔にお願いいたします。 

  それでは、審査に入ります。 

  議案第46号 令和６年度甲斐市一般会計予算を議題といたします。 

  予算参考資料は、ナンバー４となります。 

  初めに、環境課所管の事業について説明を求めます。 

  望月環境課長。 

○環境課長（望月新路君） 改めまして、おはようございます。よろしくお願いします。 

  それでは、環境課関係の令和６年度当初予算につきましてご説明させていただきます。 

  予算説明書につきましては、86から91ページ、それから、138、139ページになります。

また、予算参考資料につきましては、ナンバー４の６ページからとなります。 

  それでは、予算参考資料により順次ご説明させていただきます。 

  まず、予算説明書は86、87ページ、予算参考資料の６ページをお願いします。 
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  ４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生総務費、01環境衛生関係職員費、予算額

8,754万8,000円。 

  財源内訳ですが、大変申し訳ありませんが、紙の予算参考資料について、訂正をお願いい

たします。その他財源が０円とありますが、155万8,000円に、一般財源を8,754万8,000円

のところを、8,599万円に訂正をお願いいたします。なお、タブレットのナンバー４、令和

６年生活環境部予算参考資料（修正後）のほうにおいては修正しておりますので、ご確認を

いただきたいと思います。大変申し訳ありませんでした。 

  それでは、財源内訳のその他155万8,000円につきましては、狂犬病予防注射済票交付手

数料の70万3,000円と、犬の登録手数料84万円、犬抑留手数料１万5,000円を見込んでおり

ます。概要につきましては、職員14人分の給与費になります。内訳は、環境課８人、脱炭

素社会推進室４人、峡北行政事務組合派遣職員１人、山梨西部広域環境組合派遣職員１人、

合わせて14人の人件費であります。 

  ナンバー10一般管理事業、予算額４万4,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要につ

きましては、事務消耗品、郵便料といった環境課関係の一般事務経費であります。 

  ナンバー11環境委員会費、予算額400万4,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要に

つきましては、各自治会から選出をお願いしております環境委員136人の報酬、運営経費と

して消耗品や郵便料であります。 

  ナンバー12環境美化事業、予算額1,361万7,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要

につきましては、各地区で実施しております一斉河川清掃に係る消耗品、土砂処理委託、重

機借り上げ料等の経費と、環境美化活動に対する自治会への補助金であります。 

  ナンバー13雑草除去対策事業、予算額18万5,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要

につきましては、市内全域における空き地などに繁茂する雑草除去の指導に係る郵便料、そ

の他環境課が管理する敷島保健福祉センターの南側にあります峡北広域の焼却灰埋立地の雑

草除去の委託料であります。 

  ナンバー14狂犬病予防、野犬対策事業、予算額61万7,000円、財源内訳のその他は、全額

狂犬病予防注射済票交付手数料です。概要につきましては、狂犬病予防関係経費として、消

耗品や郵便料、あと、ペットの適正飼育関係経費であります。 

  ナンバー18猫不妊去勢手術費助成事業、予算額177万8,000円、財源内訳のその他は、特

定事業ふるさと応援基金繰入金131万円で、残りは一般財源です。概要につきましては、猫

の不妊去勢手術費に対する補助金と、それに伴う通知のための郵便料と、その他消耗品費で
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あります。 

  なお、犬に対する不妊去勢手術費補助金につきましては、犬の飼い主に対し、法律等で登

録、係留のほか、狂犬病予防接種が義務づけられるなど、適切な飼育が行われ、野犬も少な

い状況です。そのため、令和５年度をもって、廃止をすることといたしました。 

  ７ページをお願いいたします。 

  続きまして、２目環境保全費になります。 

  ナンバー01環境保全事業、予算額899万7,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要に

つきましては、環境教育啓発経費等は、小学校５年生を対象とした環境副読本の印刷費や、

環境ツアー等であります。災害時協力井戸水質・水量検査委託につきましては、災害時に上

水道が断水等をした場合に、主にトイレや洗濯などの生活用水について、井戸水を活用し補

うことを目的に、令和５年度に市が把握している井戸所有者に対し、現在の井戸の状況や災

害時の井戸水の提供等について、アンケートを実施いたしました。令和６年度は、このアン

ケートの結果に基づき、井戸の利活用について関係部局と協議を行い、大規模災害時に安全

に活用するために、水質等検査の実施を行いたいと考えております。 

  次に、各種環境監視測定検査委託料は、河川や地下水の水質検査や土壌等の検査に係る経

費であります。 

  ナンバー02環境審議会費、予算額12万1,000円、財源内訳は全て一般財源です。概要につ

きましては、環境審議会委員19人のうち、関係行政機関枠の県職員１人を除く18人にお支

払いする報酬と郵便料等の運営経費であります。 

  ナンバー03自然保護事業、予算額４万2,000円、財源内訳の国庫支出金の４万円は、山梨

県からの委託金であり、残りは一般財源です。概要につきましては、敷島地区内にある県の

自然環境保全地区において、県から監視事業の委託を受けておりますので、その監視員１人

に対する報酬と巡回に関する消耗品等であります。 

  ナンバー04バイオマス産業都市推進事業、予算額336万9,000円、財源内訳のその他336万

9,000円は、木質バイオマス発電所の土地に対する不動産貸付収入136万9,000円と、環境保

全協力金200万円です。概要につきましては、令和６年度から脱炭素社会推進室から環境課

に移管される事業になります。甲斐市バイオマス産業都市構想については、計画期間が平成

27年度から令和６年度までの10年間とされており、計画の事後評価等を行う委託料であり

ます。 

  次に、８ページをお願いします。 
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  ３款清掃費、１目清掃費になります。 

  予算説明書は88ページ、89ページになります。 

  ナンバー01一般管理事業（清掃費）、予算額701万1,000円、財源内訳のその他９万円は、

一般廃棄物収集運搬許可申請手数料で、残りは一般財源です。概要につきましては、大久保

地区にあります防空ごうの借用謝礼、ごみ収集小屋への表記看板やごみ収集カレンダーの印

刷経費、ごみ分別アプリの導入業務委託につきましては、ごみの出し方、住んでいる地域ご

とのごみ収集カレンダーやごみ分別辞典などを、スマートフォンで簡単に閲覧できるアプリ

となります。また、外国人の方にも、ごみの出し方などをご理解いただけるよう、英語や中

国語などによる多言語対応とし、市民へのサービス向上を考えております。その他、自治会

へのごみ収集小屋の新設及び修繕に対する補助金等であります。 

  ナンバー02ごみ収集運搬事業、予算額１億9,303万7,000円、財源内訳のその他4,311万円

は、指定ごみ袋の売払い収入で、残りは一般財源です。概要につきましては、指定ごみ袋作

成経費、一般ごみの収集運搬委託等であります。 

  ナンバー03資源リサイクル推進事業、予算額8,385万円、財源内訳のその他2,847万8,000

円は、リサイクル品の売払い収入2,847万7,000円と、再商品化合理化拠出金1,000円、残り

は一般財源です。概要につきましては、自治会などが行っております有価物回収や、リサイ

クルステーションでの資源物回収に係る収集・運搬・処理委託経費、また、リサイクルステ

ーションでの分別指導業務委託や、資源分別回収用品の購入経費等であります。 

  ナンバー04ごみ減量化運動補助金交付事業、予算額451万2,000円、財源内訳は全て一般

財源です。概要につきましては、自治会などが行っております有価物回収運動に対する奨励

金と生ごみの処理機購入補助金などであります。 

  ナンバー05剪定枝粉砕処理事業、予算額690万1,000円、財源内訳は全て一般財源です。

概要につきましては、燃料、修繕費などの粉砕処理機等管理経費と剪定枝粉砕処理業務委託

であります。 

  ９ページをお願いします。 

  ナンバー06廃棄物不法投棄防止事業、予算額271万6,000円、財源内訳は全て一般財源で

す。概要につきましては、不法投棄監視員29人の謝礼、不法投棄防止対策経費、それから、

回収した不法投棄物を運搬処理する経費であります。 

  ナンバー07広域行政事務組合負担金、予算額10億6,146万1,000円、財源内訳は全て一般

財源です。概要につきましては、中巨摩広域事務組合及び峡北広域行政事務組合のごみ処理、
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し尿処理等に係る負担金、また、境川最終処分場及び山梨西部広域環境組合に係る負担金で、

令和６年度当初予算より1,290万2,000円の増額となります。 

  予算審議資料の23ページ以降に、中巨摩地区広域、峡北広域、山梨西部広域の負担金の

内訳を掲載しておりますのが、時間の関係上、予算参考資料で、それぞれの負担金額と前年

度当初予算との比較を説明いたします。 

  まず、中巨摩地区広域が３億4,665万6,000円で、昨年度より583万6,000円の増額となっ

ております。次に、峡北広域は６億2,641万2,000円で、696万円の減額になります。次に、

境川最終処分場につきましては4,177万1,000円で、82万4,000円の増額となっております。

最後に、山梨西部広域につきましては4,662万2,000円で、1,320万2,000円の増額となって

おります。 

  増額となった主な要因といたしましては、中巨摩地区広域では、し尿処理事業特別会計に

おいて、令和６年４月から南アルプス市が抜けることにより、負担割合の変更に伴い増額と

なっていることと、勤労青年センター事業特別会計において、施設の改修工事に伴う事業費

の増額によるものです。また、山梨西部広域環境組合の負担金が約1,320万円増額となりま

したが、給与改定等に伴う人件費の増額や、運営費において公債費の償還金利子分の支出が

増加となり、また、建設事業費においては、造成計画実施設計業務、施設基本計画等業務な

どの委託料が計上され、増額となっております。 

  ナンバー09バイオマス活用推進事業、予算額1,149万5,000円、財源内訳のその他85万

8,000円は、環境保全基金繰入金で、残りは一般財源です。概要につきましては、施設の消

耗品や光熱水費、液肥・堆肥の成分調査委託料、給食残渣の収集や施設の管理運営委託、生

ごみ処理機のリース料等であります。生ごみの資源化につきましては、現在、肥料化装置が

２基あり、小・中学校の給食残渣に加え、令和４年度から一般家庭の生ごみを受け入れてお

り、ごみの減量化に取り組んでおります。 

  最後になります。13款諸支出金、１項基金費、14目環境保全基金費。 

  予算説明書は138、139ページとなります。 

  ナンバー01環境保全基金積立、予算額85万8,000円、財源内訳のその他85万8,000円は、

屋根等貸与使用料が84万1,000円、環境保全基金が１万7,000円です。概要につきましては、

太陽光発電に係る屋根貸し６か所の使用料と、基金の利子の積立てによる収入を同額、先ほ

ど説明いたしました上段のバイオマス活用推進事業に充当しております。 

  以上、環境課からの令和６年度当初予算の説明となります。ご審議のほどよろしくお願い
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いたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。所管は厚生環境常任委員会です。 

  質疑はございますか。 

  金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） ７ページの01環境保全事業の災害時協力井戸水質検査委託ですか、

これはちなみに何件くらい井戸があるか、ちょっと教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 現在、指定避難場所が市内に22か所ありまして、そのうち、ま

ず各避難所に３井戸程度という形の中で、全部で66か所を市としては指定をしたらどうか

と考えております。そのうちの竜王分の指定避難場所10か所の掛ける３で、30か所を一応

見込んで、予算は計上しております。 

  ただ、これにつきましては、関係機関と協議を進める中で、それでいいのかどうかという

のを含めまして、今後検討する中で、調査箇所等は決めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） １避難所に３か所ということですか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） そのとおりでございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ６ページの14の狂犬病の件ですけれども、今、飼い犬はどのくらい

の狂犬病の注射をしていますか、100％ですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） ちょっと資料が令和４年度になりますけれども、全登録総数

が4,014頭で、そのうち、注射を行った件数が2,463件でございます。約60％ほどの注射率

でございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 
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○委員（秋山照雄君） そうすると、その注射しなかった犬は、どんなふうに対処をしている

んですか。どのようにしているんですか、対応は。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 狂犬病の注射については、全登録されている犬の飼養者のと

ころに送っているんですが、実際にしていないということに対して、広報等のＰＲぐらいで

ございまして、強制的にさせるというような対応等は、特に取ってございません。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それちょっと、もし何かあったときには、この間も何か四国だかどこ

かでは、子供が何かあったでしょう、事故が。そういうのもあるから、この60％ばかりで

はなくて、もうちょっと何とかするような対応はできないんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 先ほど係長から言った数字につきましては、市で把握できている

数字となります。そのほか、市外とかのところで注射を受けた方で、調査済証を市のほうに

出してくださいという申請がない限り、把握できない部分がありますので、実際は、最近は

そういう管理する飼い主さんもきちんとしておりますので、もうちょっと率的には上かと思

います。 

  ただ、中には、多分されていない方もいらっしゃると思いますので、係長の申したとおり、

広報等で周知をして、できる限り注射をしていただくような形で取り組んでおります。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） では、それはよろしくお願いします。 

  あと、７ページの01の一番下の各種環境監視測定検査委託というのですけれども、この

内容をちょっと教えてくれますか。この環境監視の内容を教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 検査の委託の内容ですけれども、河川水質検査、それから、小河

川水質検査、河川底質汚濁検査、地下水水質検査、土壌ダイオキシン等測量検査、自動車騒

音調査、そのほかに各種、市民の方から問合せ等があった場合に、河川の水質検査等をさせ

ていただいている調査の委託料となります。 

  以上です。 
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○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ということは、これはかなりいろいろな範囲でやっているようですけ

れども、これをやっている業者は１社ですか。 

○委員長（内藤久歳君） 根津係長。 

○環境保全係長（根津秀樹君） お答えいたします。 

  それぞれの委託については、環境課のほうから契約係のほうに、入札、見積合わせを依頼

してやっております。 

  以上になります。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 何社がこれを対応しているかということです。 

○委員長（内藤久歳君） 根津係長。 

○環境保全係長（根津秀樹君） 対応している業者は５社になっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ８ページの01のごみ分別アプリ導入業務委託とあるんですが、この

ごみ分別アプリとはどんなような内容ですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） ごみ分別アプリにつきましては、総合計画でも示されており

ますが、増加している外国人住民に対応するため、新たに多言語対応のごみ捨てマニュアル、

あるいは、情報発信システムを検討する中で、多言語対応のできるシステムの導入を進める

ものでございます。 

  あと、適正な排出方法の周知等も、それにのっとって図っていくというような内容でござ

います。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 付け加えさせていただきます。 

  アプリの基本機能としては…… 

○委員長（内藤久歳君） ご静粛に願います。 

○環境課長（望月新路君） 各地域別のごみ分別カレンダー、それから、ごみ分別辞典、これ

は、50音順に表示されました品目を選べば、分別やコメントを閲覧することができます。

それから、ごみの出し方、これは分別ごとに記載することができまして、ごみ分別辞典やカ
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レンダーと連携することができることになっています。 

  そのほか、ごみの出し方などで多く質問されるような内容について、Ｑ＆Ａで答えること

を考えております。 

  あと、お知らせ発信としまして、天候不順で回収ができなくなりましたとか、年末年始の

関係で収集日が変更になったときに、プッシュ配信によりましてお知らせをする機能を持っ

ているものとなります。 

  以上になります。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ごみ収集小屋の新設がありますけれども、ごみ収集小屋は、今幾ら補

助金出しているんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） ごみ収集小屋の新設につきましては、経費の３分の２で、上

限が10万円となってございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） ８ページのナンバー01、そのごみ分別アプリについてなんですけれ

ども、カレンダーは多言語対応もされているということなんですが、こちらのアプリのほう

も、多言語にも対応はできているものでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 多言語に対応については、掲載する内容が全て多言語で対応

できるもので、進めていく予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） アプリのほうはありがとうございます。 

  続きまして、７ページのナンバー01環境保全事業なんですけれども、先ほど質問にもあ

りました災害時協力井戸についてなんですが、たしか市内に井戸が470か所ぐらいあるとい

うのを、ちょっとすみません、メモがどこか行ってしまって分からないんですけれども、執
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行側からそういった発言があったかと記憶しているんですけれども、その所有者の方たちに

アンケートを取って、指定するのは66か所程度ということで、そのほか、多くのところは、

特に指定はしないような感じなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 市で把握している井戸の所有者が470で、そのうち、約９割の方

が協力いただけるというような回答をいただいております。 

  登録につきましては、今考えているのは、協力していただけるという方については、要綱

をつくって、登録はさせていただくんですけれども、特にそれについては、地域住民の方に

活用していただいて、そのほか、指定避難所のほうで、もし水が必要となったとか、そうい

うときに優先して借りられるような形で、安全に借りられるような形の中で、水質検査等を

進めていきたいなと思っております。 

  ですので、登録自体は、ご希望される方については登録をいただいて、地域の方の共助で

はありませんけれども、活用していただく方法を取れたらなと。今の段階ではそんな感じで

考えております。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） 分かりました。 

  そうすると、協力者として登録をしていただく。８割くらいの方は、協力してくださると

いう意思表示をしていただけているんですけれども、では、その66か所以外の方たちにつ

いては、水質検査等はそれぞれでお願いしますというような対応になるんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 基本的に飲料水として、飲み水として活用する場合は、県の要綱

では、年最低１回は水質検査をしてくださいというような形になっております。 

  市として、今、飲料水は、ペットボトルの水とかがございますので、そちらのほう活用し

ていただいて、洗濯とか、おトイレの水を流すものについては、そういう井戸水を活用した

らどうかなと考えております。 

  それで、66か所以外の水質検査については、特に現時点では考えてはおりませんが、市

のほうで、毎年地下水調査等をしておりますので、そちら等を含めた中で、協力いただける

井戸については水質等を、新たに予算化するのではなくて、毎年調査しておりますので、そ

の調査箇所とリンクさせて、検査をしていきたいなと考えております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 
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  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ８ページのごみ収集小屋新設で、秋山委員からおっしゃっていたんで

すけれども、今度は、山縣神社の交差点から玉幡小学校まで、道ができますよね、県道の。

あれで、道を渡いで入れなければいけないとかいう声が、時々聞こえるんですけれども、あ

の辺で新設予定とか、そういうのはありますでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 今のところ、その周辺で、ごみ収集小屋についての相談を受

けたというような話は伺っておりません。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂 康君） ９ページの05の不法投棄なんですけれども、監視員さん29名という

ことで、去年度でも不法投棄というのはどのぐらいあったかというのは、数字とか分かりま

すでしょうか。あと、特定の場所があれば、教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 令和４年度で、不法投棄で見つけたごみが5.19トンござい

ました。 

  以上でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 場所。 

○生活環境係長（樋口 一君） すみません。 

  場所が563件でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 保坂委員。 

○委員（保坂 康君） 563件ということですけれども、これは別に、不法投棄監視員さんか

らの連絡だと思うんですけれども、一般の方からの連絡というのもあるんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 市へ直接申出があったものもございまして、市で対応した不

法投棄については、合計で３トンほど対応してございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  保坂委員。 
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○委員（保坂 康君） あと、その下の広域領域の07、峡北とかは大分ごみの量が、リサイ

クルとか、あと、有価物とかの形で減っているとは思うんですけれども、中巨摩地区も多分

そういう形で、いろいろなほかのところにお金を出しているからという形で、今回は増えて

いると思うんですけれども。 

  最終的には、こういうのをもっと周知させて、ごみのリサイクル活動をもっとして、ごみ

の減量を図るような特別な対策というか、そういうのは考えておりますでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 市のほうでは、ごみの減量化等につきましては、広報等で進めて

いるわけなんですけれども、あと、中巨摩広域のほうも独自に、各中巨摩広域の中巨摩地区

の小学生とかが見学に来ますので、そのときに、分かりやすいパンフレットの作成を、令和

６年度考えております。それによりまして、家庭のほうに子供から話をしてもらうとか、そ

んな形で普及のほうを考えております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ごみの不法投棄で、私も一回言ったことがあるんですけれども、解決

したとか、あるいはどういう交渉しているとかいうのは、申し出た人にフィードバックとか、

そういうのはされているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） ごみの不法投棄については、地区の役員さんから連絡が来る

場合が多うございまして、その場合は、当然このように対応したという話でございます。 

  また、市民からの申出の場合は、緊急性がある場合は、ごみを片づけるときに直接伺って

場所を聞いたり、話を聞く場合もありますが、匿名の場合はちょっとそこら辺は分からない

ですが、基本、連絡は取るようにしてございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 所管の委員の皆さん、よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で所管の委員の質疑を終了いたします。 

  続いて、所管以外の質疑を受けます。 

  口委員。 



－195－ 

○委員（ 口孝之君） ちょっと二、三確認させてください。 

  ６ページの13番、雑草除去指導通知郵便料ということですけれども、この雑草通知を何

件ぐらい出したんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 根津係長。 

○環境保全係長（根津秀樹君） 令和５年度については、３月までで126件発送をしておりま

す。 

  以上になります。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） 126件が通知出したということで、今、一番問題になっている空き家

とかそういうところだと思いますけれども。 

  その126件出したところで、なかなか市のほうで出したんだけれども、除草をしていただ

けないということで、では、市のほうで半強制的にやったというところもあるんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 根津係長。 

○環境保全係長（根津秀樹君） 今まで市のほうで、強制的に除草作業をしたことはないです。 

  以上になります。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） 分かりました。 

  では、８ページにいきます。 

  ８ページの01で一般管理事業の清掃費というところで、私いつも歩いているんですけれ

ども、ごみ収集小屋のごみカレンダーが、非常に消えたり日焼けしてしまって、できないと

いうことで、それは貼り換えてくださいというのは、市の方がやっているのか、環境委員が

やっているのか、区長がやっているのか。その辺はどうなっているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） ４地区の役員さん、区長さんとか環境委員さんからそういう

ご相談を受けまして、状態がひどい場合は、交換等の対応をしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） では、地区のそういう委員とかがいなければ、全然そのままというと

ころも結構あるということですね。薄いところもあるし、もうダメなところもあるけれども、

言わなければそのままということですね。 
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○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） もう一点、先ほどからごみ収集ボックスを新設すると、限度額が10

万円ということになっているんですけれども、修繕のほうは、限度額幾らなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 修繕は、限度額がなくて、ただ、一応の補助率が２分の１な

んですけれども、修繕は一応限度額なしで２分の１でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） ごみ収集小屋を造ると、私も造ったことあるんですけれども、大体十

七、八万かかるんですね。そうすると、今現在、非常にセンスのあるごみ場、昔みたいに鉄

とかでなくて、アルミ製とかゲルマニウムの塗装をしたものがありまして、非常に高額にな

っていると。とすると、この10万円がいつ頃からの10万円なのか分かりませんけれども、

その辺、今10万円では難しいかなと。今はそういうもの。 

  将来的にそういう、昔は鉄の棒で工事で造ったんですけれども、そういうのは塗装したり

すると、また経費もかかるということで、そういう将来的なことを考えると、限度額をちょ

っと増やして、センスのいいものを、塗装替えもしなくていいようなものを考えていただき

たいなということは私の要望ですけれども、お願いしたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 要望ですね。ほかにありますか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） ６ページの先ほどの雑草除去指導ですが、126通出して、どのくらい

の効果があったか。実は、苦情なども結構来ていまして、お願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 根津係長。 

○環境保全係長（根津秀樹君） お答えいたします。 

  126件出しておりまして、一応、職員のほうで現場とか確認しに行って、するんですけれ

ども、ちょっと今、数を把握していないんですけれども、すみません、昨年の件数でやると

120件ありまして、除去できたのが91件あります。 

  今年度も多分そのくらいは、除去はされているんではないかなと思いますが、まだ確認等

しておりませんので、確認したら、また数字とか把握しているようにします。 

  以上になります。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） ７ページですが、一番下の04バイオマス産業都市構想の事後評価
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云々というのは、ちょっとよく分からないんですが、教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） バイオマス産業都市構想につきましては、計画期間が、平成27

年度から令和６年度までで10年間となっておりまして、一応６年度で計画が終わりますの

で、その事後評価を行う委託料となっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 最後に、では９ページですが、バイオマスセンターのことなんですが、

これは今後もずっと継続していくということの理解でいいんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 現在のところは継続を予定しております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） ８ページの一番上です。 

  何回か私、毎回お尋ねしているんですけれども、防空ごうを借りているというところです。 

  そこのことで、もう本当に何十年ですよね。それで、毎年ここに載ってくる。これは一体、

この借用の謝礼というのはお幾らなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 借用は年間で５万円でございます。 

  以上です。 

○委員（滝川美幸君） 分かりました。 

  ５万円とはそんなに大きなものではないなと思うんですけれども、ただ、こういう予算と

か決算の中に、これがいつまでも長いこと、こういうものが載ってくること自体が、ちょっ

ともう少ししっかりと対応していくべきではないかな。たとえ毎年年間５万円であっても、

この問題に対して、何も手をつけていないというふうに考えてしまうんです。 

  いろいろな説明もお話も伺って、内情分かってはいますけれども、それでも解決して、こ

ういう予算表に載ってこないようにすることが、私は一つの施策だと思うんですけれども、

その辺いかがでしょうか。 
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○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） この件につきまして、たしか昨年度も一般質問に出て、言っ

ていただいたところで、答弁をさせていただきました。 

  歴史は古くて、旧敷島町時代に、今では例えば自転車とか、ああいったものの不燃物はリ

サイクルされているんですが、当時はそういう時代ではありませんでしたので、大久保地区

にあります防空ごうを借用して、そこに全て、タイヤとかそういったものを破棄したという

ふうな状況でございます。 

  今は、人が入れないようにしっかりされておりますが、周りが土羽でございますので、も

うそれが崩れて、当時のものも埋まったような状況になっております。 

  これを解決するには、かなりの多額の費用がかかるという形の中で、これも一つの課題と

なっておりますが、今ご指摘もございましたので、土地の例えば所有権の関係とか、いろい

ろなことを考えなければいけませんが、当面はこの財政負担等を考えた中で、借地のままで

進んでいきたいということは考えております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 財政負担とおっしゃいますけれども、それは決して消えてしまうもの

ではない。必ず処分しなければいけないものであれば、環境的な問題もありますので、その

予算をしっかり組んで取り組むという姿勢を、ぜひ示していただければと思いますので、令

和６年度からしっかりそういうものに対策をしていただきたい。 

  私たちは全然知らない。でも、そこをそういうふうに始めてしまったという責任というも

のはあると思うんです。だから、必ずどこかでそれを解消しなければいけないと思いますの

で、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

  要望で結構です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） ６ページの18番、猫不妊手術のところですけれども、この予算は大

体何件ぐらいを見込んでいるのと、あと、令和５年度はどのぐらい実績あったか、お願いし

ます。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） まず、令和５年度の状況をご説明いたします。 
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  現在、令和５年度が、猫が総計で371頭、補助をしているところでございます。 

  令和６年度につきましては、制度が今度見直しになるということで、県の補助制度もない

という想定の中で、予算を作成しておるところでございますが、飼い猫の不妊手術で60頭、

去勢手術が50頭、あと、飼い主のいない猫が、失礼しました。説明が間違ってございまし

た。 

  飼い主のいない猫の去勢手術が60頭、不妊手術が50……。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） すみません。 

  飼い猫につきましては、不妊が60頭で、去勢手術が50頭、野良猫につきましては、不妊

が50頭、去勢が40頭を見込んでおります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） たしかそれに関連して、今、クラウドファンディングか何かやってい

たような気がするんですけれども、それはどういうあれでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） 猫の去勢手術等に対しましてクラウドファンディングは、令和５

年度実施いたしました。一応、額は175万という形で目標としておりましたが、２つのふる

さと納税のサイトを使いまして、160万ほど集まった状況となっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） それで集まったお金というのは、こちらの予算に何か反映しているん

でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 望月課長。 

○環境課長（望月新路君） こちらのほうにつきましては、担当部局のほうで、多分手数料と

かを差し引いた中で、環境課で使える予算となると思います。 

  予算、当時は見込んで131万という形の中で、その他財源のほうにご支出いただいており

ます。 

  以上です。 

〔「入っているということですか」と呼ぶ者あり〕 

○環境課長（望月新路君） そのとおりです。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 
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○委員（加藤敬徳君） では、その件分かりました。 

  ちょっと別件で、先ほど井戸の関係のお話聞いていて、よく分からなかったんで、もう一

回聞きたいんですけれども、実際、協力していただける井戸で、飲料水として使える井戸が

何件ぐらいあって、例えばそれが、使えないものと使えるものと、そういった分かりやすい

ような表示みたいなのは考えているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） この件につきましては、今年度初めて、災害用井戸というこ

とでアンケートを取らせていただいて、次年度、特に防災部局とか、それぞれの関係部局と

協議をしなければなりませんけれども、井戸水は通常ご家庭で、先ほど課長が答弁したとお

り、年１回の水質検査ということで、多分されているというような状況でご使用されていま

す。 

  ただ、災害時においては、例えば水脈等があった場合とか、何かの近隣の工場とかそうい

ったものから汚染物質が入る可能性がありますので、ほぼ飲料水には使わず、生活用水、特

にトイレとか、ある程度使っても洗い物まででしょうか。そのような状況になると思います

んで、実際、災害時としては、基本的には飲料水として使うことは、ちょっと危険性がある

ので、非常に難しいものではあるというのは、ほかの事例を見ても考えられると思っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） では、そういう形で使える井戸というのは、何か所あるということで

しょうか。さっきの説明、よく分からなかったんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） 飲料水としては、多分基本的には使わないということです。 

〔「飲料水として使わないとしても、例えば生活用水として使える井戸

は、何か所ぐらいあるのか」と呼ぶ者あり〕 

○生活環境部長（相川泰史君） ご協力いただけるところが、先ほど申しました470件の約９

割ですので、三百数件は災害時のご協力をいただけるので、今後、それぞれ協定を結ぶなり

何なり、そういったことをして、関係部局と協議をしながら、十分な利活用ができるよう事

業については進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 
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  長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） １点だけ確認を。今の災害時の井戸のことなんですけれども、今の

部長の話の中にも、関係部局という話があったんですけれども、水質検査という観点からい

くと、環境課の所管でやっているということは分かるんですけれども。でも、どう考えても、

これは防災の管轄なので、やはり所管は防災ではないのかなと、私は思ってはいるんですけ

れども。 

  こうやって予算組みをしているので、ここまでは環境課でやるとしても、実際に水質検査

が終わって、その協定等も全部終わったときには、やはり所管は防災。災害時があったとき

の実際の動く役割として、環境課がお手伝いということは考えられますけれども、やはり防

災のほうが主になるというふうに私は思うんですが、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） もともと井戸水の把握というのは、災害時以前に環境課のほ

うで担当しておりましたので、今回は水質検査までという形で。 

  先ほど私が答弁したとおり、当然、長谷部議員のご指摘のとおり、防災との協議をしなが

ら、この間たしか一般質問でもございました発電機の配置の関係とか、それに伴って、自治

会への周知徹底とか、それぞれ当然、災害関係の防災がすることが、メインになっていくと

思いますんで、いずれそちらのほうに事務移管をするというのは、防災のほうと協議を進め

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにありますか。 

  清水委員。 

○委員（清水和弘君） ６ページの18番、猫の不妊手術、ちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、先ほどから野良猫という話になりますけれども、手術するといわゆる一代猫で、地域

猫ということに変わっていくんだと思いますけれども、その辺をよろしいでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 確かに野良猫は飼い主がいないので、基本、ボランティア団

体等が申請をしてくることが多いと。ですので、それはそのまま、また、元いた場所に手術

後、戻されるので、それが地域猫というような考えになるということでございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 清水委員。 
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○委員（清水和弘君） 引き続いてですけれども、いわゆる地域猫の餌代、要するに管理です

よね。この餌代について、補助金が出るというような制度がありますか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋口係長。 

○生活環境係長（樋口 一君） 話が変わるようなんですが、やはり飼い主のいない猫への餌

やりというのは、近隣トラブルの原因にもなってしまいますので、それについては、行政と

しては特に考えていないのと、なるべくそれはしていただきたくないなという、やる場合は、

適正な管理の下でというところがお願いでございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 清水委員。 

○委員（清水和弘君） 動物愛護団体のあれになると思うんですけれども、確かに駆除の対象

にまで全部なっていますよね。そういった中で、一部にやはり行政からの管理費ということ

で、出るというようなところもあるようですから、ぜひそういったことも検討をしてみてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 要望でいいですか。 

○委員（清水和弘君） 要望で結構です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で質疑を終了、ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（内藤久歳君） 以上で質疑を終了したいと思います。 

  これで、環境課について終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

  休憩します。35分再開にいたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時３４分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 
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  参考資料は引き続き４番になります。 

  次に、脱炭素社会推進室所管の事業について説明を求めます。 

  伊藤推進室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） お疲れさまでございます。 

  脱炭素社会推進室の令和６年度当初予算につきまして、ご説明させていただきます。 

  令和６年度予算参考資料ナンバー４の10ページをお願いいたします。予算説明書につき

ましては、86ページから89ページになります。 

  初めに、４款衛生費、２項環境衛生費、２目環境保全費のナンバー04バイオマス産業都

市推進事業につきましては、予算額９万円で、財源内訳は全て一般財源になります。事業の

概要につきましては、木質バイオマス発電所からの排熱を利用する熱供給事業に関し、専門

的な知見を有する方からのアドバイスを受けるための熱供給アドバイザー報酬になります。 

  今年度までは、バイオマス産業都市構想の推進に関する事業費を、脱炭素社会推進室の予

算として計上しておりましたが、組織の改制に伴い、来年度から業務の一部を、環境課に移

管することになりましたので、脱炭素社会推進室としましては、来年度も引き続き事業を所

管いたします木質バイオマス発電所の熱利用の関係予算を計上したものであります。 

  発電所排熱利用に関しましては、現在、事業の優位性等の検討協議を行っていますので、

検討協議が整った後に、脱炭素先行地域に関する交付金を活用し、予算計上を行ってまいり

たいと考えております。 

  次に、ナンバー05脱炭素社会推進事業につきましては、予算額３億5,218万4,000円で、

財源内訳は、国県支出金として３億2,555万1,000円、市債として920万円、残りは一般財源

となります。事業の概要につきましては、ゼロカーボンシティの実現を目的とした再生可能

エネルギー導入などについて審議していただく再エネ導入戦略検討委員会委員報酬及びアド

バイザー謝金、今年度に引き続き、脱炭素先行地域の事業推進支援業務等に関する委託料等

の計上、また、令和６年度から脱炭素先行地域内の公共施設には、計画的に太陽光発電設備

等を設置していきます。来年度、設置いたします敷島庁舎、双葉庁舎等、計６施設への設置

については、リースでの検討を図り、これに伴うリース料のほか、本市の７つの脱炭素先行

地域を結ぶ道路に８基設置を予定します、脱炭素先行地域交付金を活用した太陽光発電によ

る自立型の街路灯の導入工事に関する予算を計上しています。 

  次に、事業の概要欄の下から４行目の新）太陽光発電設備設置補助金以降の各種補助金に

つきましては、各種事業の事業費に係る市費の抑制を図るため、脱炭素先行地域の活用と、
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民間事業者の資金調達による事業実施を予定するものであり、併せて予算の平準化を図るこ

ととするものであります。 

  本来は、庁舎等の行政の執務室の施設改修については、国の補助金対象にはならないとこ

ろではありますが、脱炭素先行地域に選定されたことによる交付金を活用することで、市費

の抑制に努めていくものであります。 

  以上が、脱炭素社会推進室の令和６年度当初予算の内容となります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を受けます。 

  質疑ございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 太陽光発電設備、05かな、リース料とかあって、この発電した電気

というのは、これは売却するんですか、市庁舎とかというのは。あるいは、その中で使用す

るということで、電力の節減につながるということなんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） お答えいたします。 

  基本的には、庁舎の中でやりくりする形になります。 

○委員長（内藤久歳君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） この補助金のほうなんですけれども、これは一般家庭に設置した場合

の補助金ということでよろしいんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 計画の中で、一般家庭への施策も含まれております。

もちろん、公共施設に対する施策も交付金の対象です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） これは設置だけの補助金ですか。太陽光発電の設置だけの補助金であ

って、蓄電池とかそういうのものは、該当になるんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 現在は、計画の中で太陽光の補助金という形になるん

ですけれども、蓄電池についても、環境省の交付金の対象にはなります。 
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○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） お願いします。脱炭素社会推進事業の一番下、ＥＶ充電器設置補助金

なんですけれども、計画の中で、ＥＶ公用車のシェアリングを令和７年度開始予定で、順次

整備していくということなんですけれども、もう既に各所管で公用車を買い換えていたりだ

とか、ＥＶに置き換えているというところもあります。今年度も、たしか総務課か何かの公

用車が、ＥＶを何台か導入する予定なんですけれども、そういったシェアリングにも使うよ

うなＥＶだったりだとか、充電器のそういった配備の計画というのは、もう既にされている

んでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 令和６年度に予算計上させていただいていますこのＥ

Ｖ充電器の設置補助金のほうに関しましては、一般市民にも開放するような形でのＥＶ充電

器設置のほうを考えさせていただいているところでございます。 

  また、ＥＶ充電器の設置のほうに関しましては、令和６年度以降も、順次計画的に設置の

ほうはさせていただくような計画とさせていただいているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） では、ちょっと教えていただきたいところなんですけれども、令和７

年度からシェアリングを開始していくという予定なんですが、既に購入した令和６年度買い

換える予定のＥＶ車も、そういったシェアリングに入っていく。入っていくというか、シェ

アリングしていく車ということでよろしいでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 環境省から選定されました脱炭素先行地域の交付金を

活用するに当たりまして、公用車に関しましてはシェアリングサービス、シェアリングをす

るということが条件となっています。来年度環境省も、こちらの交付金を使って、公用車を

取りあえず購入するという予定はございませんので、買い換える公用車のほうに関しまして

は、シェアリングサービス、シェアリングに関しては、計画はされていないところでござい

ます。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） シェアリングについては分かりました。ありがとうございます。 

  同じ項目で、再エネ導入戦略検討委員会の報酬ですとかそういったものが、去年の令和５
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年度の当初予算では、臨時で計上されているんですけれども、ここは今後継続的にかかって

くる費用なんでしょうか。そのところをお願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） お答えいたします。 

  令和６年度以降も、継続的にかかっていくものと考えております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  ここで、委員各位に申し上げます。 

  この脱炭素社会については、特別委員会の関係もあることから、所管のくくりはなく、ど

なたでも質問できますので、ご了承をいただきたいと思います。 

  ございますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） では、ちょっと上のところから、04番、熱供給事業アドバイザーと

いうのがあるんですけれども、これはどういう方がアドバイザーなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） お答えいたします。 

  熱供給アドバイザーというのは、脱炭素社会推進室で、主に熱供給の事業を行うために、

様々なアドバイスを行っていただく方のことをアドバイザーと言っておりまして、熱供給の

システムであったりとかやり方とか、こういったほうがいいとか各種見積りとか、知見の詳

しい方にアドバイスをお願いする形を取っております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） というと、１人ではないということなんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 現時点では１名でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） それはどういう方かという質問なんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） アドバイザーとして想定されている方に関しまして、

木質バイオマス発電所の熱供給システムにつきましては、環境省の補助事業で、令和元年、

令和２年に、公共施設熱供給事業の事業性調査を行っております。その結果を参考に、アド
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バイスをいただくことになりまして、引き続き、当時調査を行った専門の方にアドバイザー

をお願いしようというふうに考えているところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） それは例えば、どこかの会社の人とか、大学の研究している教授、ど

ういう人ですか、それは。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） お答えいたします。 

  先ほど申し上げました令和元年度、令和２年度に、事業を受託しました事業者の方に、ア

ドバイザーのほうをお願いしようというふうに考えているところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。 

  では、熱供給はずっとバイオマスで、どうなっているんだという話だと思うんですけれど

も、今年度例えば、このアドバイザーの方にお願いして、どこまで話、進めたいのかという

のをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） お答えいたします。 

  熱供給事業の現状につきましては、過日の一般質問の答弁でもお答えさせていただきまし

たように、脱炭素先行地域の選定に当たり、環境省から当該事業に係るコスト等に関しての

指摘を受けているところでございます。 

  現在、関係事業者と技術的な問題を含めて、協議しているところでありますので、そうい

った協議の場面にも、このアドバイザーの方のほうに参加していただきまして、初期投資に

かかるコスト等の減額等々、何かそういった手法、方法がないかということを協議検討させ

ていただきたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） というと、まだ設備の設計とか、そこまではいけないということです

か、今年は。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 具体的な設備の設計等までは、まだ現在至っていない

ところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 
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○委員（加藤敬徳君） 分かりました。では、お願いします。 

  話、変えまして、05のところで、先ほど太陽光発電の補助金の話が出たんですけれども、

補助金は、例えば上限幾らで、３分の１とか２分の１とか、どういう補助になるんでしょう

か。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 環境省の補助金の上限は、最大で３分の２になります。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 金額はありますか、上限は。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 脱炭素の先行地域づくりの計画の中では、全部で交付

金の限度額が50億円になっております。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） すみません、今聞いたのは、民間を補助する場合の話なんですけれど

も、民間の家庭に。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） お答えいたします。 

  太陽光発電設備を公共施設に載せるのに関しましては、環境省の交付金要綱の中で、いわ

ゆる第三者所有、事業者が公共施設のほうに設置を行い、なおかつ管理運営を行う、こうい

った手法が交付金の対象となっているところでございます。 

  そちらのかかった経費に関してのおおむねというか、基本的には３分の２が交付金対象と

なっていますので、民間事業者、設置事業者のほうに、市としましては補助金というような

形で、環境省からの交付金のほうをお渡しするような形になろうかと思います。 

  また、基本的には３分の２ということになりますが、細かい内容で対象経費になるもの、

ならないものというものも出てこようかと思いますが、そういったものに関しましては、環

境省のほうで定められています交付金要綱等に基づいて、精査のほうをしていく予定でござ

います。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） すみません、今聞いたのは、一般家庭に補助するという話を言ってい

たんですけれども、補助するという話をしましたよね、今さっき。 



－209－ 

○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） ちょっとるる説明が細かくて申し訳ございません。 

  先ほど説明がありました太陽光発電設置以下の補助金の４件につきましては、一般的に補

助金というのは、設置をされた方に、市から直接補助金を流すような形を想定されておると

思います。今、加藤委員のご質問も多分そうだと思っています。 

  例えば、私が太陽光発電設備を設置したいというところで、事業者さんにお願いします。

そうすると、事業者さんから幾らという形で提示があります。仮に100万円としましょう。

そうしますと、普通でしたら、その100万円に対して、３分の２の補助金ですから、66万円

を私に頂けるというような仕組みが、一般的な補助金の仕組みなんですが、今回のこの事業

につきましては、あくまでも設置した事業者さんに、補助金が行きます。 

  そうすると、残りの、今言ったように100万円ですと66万円ですから、約34万円を個人が

残り支払うというような形になりますんで、直接的に設置される方に補助金が行くんではな

くて、あくまでも設置者のほうに補助金が流れる形の仕組みが、ここにあります太陽光発電

以下、ＥＶの設置の補助金という形になりますので、ちょっと仕組み的に、補助金難しいよ

うなお話になりますけれども、そういった形になります。 

  ですから、３分の２の補助金は、個人に直接に払うのではなくて、例えば個人で太陽光設

置したければ、その設置した事業者のほうに補助金が流れて、残りを個人の方がお支払いす

るというような形になります。 

  例えば、太陽光の発電の場合ですと、例えば一遍に34万円を払うのではなくて、今度そ

その電気を使いますんで、その電気料としてその事業者さんに払っていくような形という、

そんなような仕組みになると思います。 

  よろしいでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 以前、その事業の説明を聞いたときに、そういう仕組みだったのかも

しれないですけれども、その指定されたエリアの民間の家庭に、そういう太陽光を設置する

とかという話だったものですから、例えば、その設置する家庭の人が、どのくらい負担があ

るのか、どのくらい補助がもらえるのかというのを聞きたくて、今は質問したんですけれど

も。 

〔発言する者あり〕 
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○委員（加藤敬徳君） それは分からないですか。 

  今の仕組みだとちょっと分かりづらいんですけれども。 

○生活環境部長（相川泰史君） 一般家庭で大体設置されるものについては、通常の例えば県

の補助金もそうかもしれませんけれども、３分の２の補助金ですので、多分これから細かい

ところは詰めなければなりませんけれども、今の利点集めますと、100万円の設置費がかか

ったから３分の２ですから、66万円分の補助金を、直接は頂きませんけれども、間接的に

事業者に流れることによって、本人にもいくというふうな形の仕組みになります。 

  今回のこの先ほど言いました太陽光以下、ＺＥＢ化についてもそうなんですが、ここに書

いてある補助金は、あくまでも設置した事業者に所有権がございますんで、その事業者さん

のほうに補助金が流れて、残りの部分をそれぞれ設置した方が、電気料とかリース料とかで

払っているというような仕組みになると思います。 

○委員長（内藤久歳君） 今のは答弁ということかな。 

  伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 先ほどご質問の中で、来年度、太陽光発電の関係の設

置に対しての補助金、個人のほうが含まれているかというご質問だったかと思うんですが、

先行地域の計画の中には、個人のほうの補助金ということも提案として含まれていますが、

来年度に関しましては、取りあえず公共施設だけのＰＶ設置の補助金交付ということになり

ますんで、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。 

  それはいいので、では最後に、ＥＶの充電器の件で、先ほども関連なんですけれども、民

間向けに多分設置するという話だったと思うんですけれども、その予定する場所と、何件ぐ

らい設置するのか。それと、あともう一点は、令和６年度中にそれを全部やるのかというの

を、ちょっとそれを教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） 充電器の関係についてお答えいたします。 

  令和６年度については、全部で急速充電器３台、普通充電器１台の、計４台を施工する予

定になっております。 

  場所ですが、予定では、敷島庁舎、双葉庁舎に急速充電器を１台ずつ、竜王図書館には普

通充電器と急速充電器を１台ずつという形になっております。 
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  令和６年度に行うのかという質問については、令和６年度中にこの４台を工事・施工を行

う予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 今年度中４台ということで、たしか30台ぐらい予定するような話だ

ったような気がする。それはまた、次年度以降ということでいいんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） お答えします。 

  おっしゃっていただいたとおり、来年度以降にも継続で施工していく予定でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 最後に、充電、市民に提供する場合に、例えば費用、１回充電幾らと

か、そういったものの設定というのはどんな予定ですか。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 現在、この充電器の使用のほうに関しましては、有料

でするのか、無料でするのかということに関しましては、基本的には有料というような形で

考えさせていただきたいと考えております。 

  近いところでは、南アルプス市のほうにも、市役所のほうに一般開放するような充電器の

設置等されている事例もございますので、近隣の市町村等の動向を調査研究しながら、手数

料というか、電気料の徴収のほうに関しましての金額設定のほうは、今後検討させていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 去年、導入調査を201施設というようなことを言っていましたけれど

も、その結果として、今度の支所などの設置ということになったんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） おっしゃるとおり、導入調査を行った上で、施工とい

う形になっております。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） この100自治体が対象になっていると言いましたけれども、大体今、

そんな状況なんでしょうか、このゼロカーボン先行地域。 
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○委員長（内藤久歳君） 相川部長。 

○生活環境部長（相川泰史君） 今のご質問は、多分国の先行自治体の100、おおむね100と

いうことで、第４回までいきまして、今74ですか、の自治体が選定されているところでご

ざいます。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 10ページです。同じく脱炭素の関係で、新規の太陽光発電設備設置

リース等が、これは今後どのくらいの期間、何年くらいリースが発生してしてくるのかとい

うところをお聞かせください。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） リースでこちらのほうを導入した場合、リース期間等

に関しましては、基本的には、契約業者との決め事になろうかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） では、期限というのは、まだ特に決まっていないということですか。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） 想定される期限というのは、あるところではございま

すが、具体的な期限等に関しましては、まだ決定しているものはありません。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  清水委員、どうぞ。 

○委員（清水和弘君） スマート街路灯導入工事６基ということですけれども、具体的に設置

場所はもう決まっていますでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 樋渡係長。 

○エネルギー政策係長（樋渡瑞幹君） スマート街路灯について、令和６年度に関しては、大

方予定は決まっております。想定しているのは、竜王庁舎の入り口付近の所と、敷島庁舎の

入り口と、敷島庁舎の南側にある島上條公園の付近の所に設置を予定しております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 太陽光設置の件で、先ほど、今回公共施設だということなんですけれ
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ども、いわゆる屋根貸しというんですか、太陽光パネルを設置するのがあって、これはもう

調査というのは、この費用に含まれているのか。もう既に調査は終わっているんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 伊藤室長。 

○脱炭素社会推進室長（伊藤 敦君） お答えいたします。 

  今年度、公共施設の太陽光導入可能性調査というものを実施させていただきまして、そち

らの結果を踏まえて、令和６年度、太陽光発電設備を設置する建物、施設を決定させていた

だいているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で脱炭素推進室についてを終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０１分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 

  予算参考資料はナンバー７になります。 

  次に、農林振興課所管の事業について説明を求めます。 

  小宮山農林振興課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） それでは、よろしくお願いいたします。 

  農林振興課及び敷島支所市民地域課関係の令和６年度当初予算につきまして、ご説明させ

ていただきます。 

  予算参考資料ナンバー７の１ページをお願いいたします。 

  なお、予算説明書につきましては、90ページからとなります。 

  初めに、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、01農業委員会費につきま

しては、予算額1,252万2,000円、財源内訳、国県支出金は農業委員会補助金、残りは一般

財源となります。事業の概要は、農業委員19人及び農地利用最適化推進委員15人の報酬、

農地利用状況調査に係る経費、県農業委員会等への負担金などでございます。なお、令和５

年度の当初予算と比較しますと、72万3,000円の減額となっており、これは令和５年度農業
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委員の改選があり、これに係る経費を減額したものになっております。 

  次に、２目農業総務費、01農林業関係職員費につきましては、予算額１億1,553万8,000

円、財源内訳、国県支出金は農業委員会補助金、その他は農業者年金業務事務委託事業収入

と農地中間管理機構業務委託費、残りは一般財源となります。事業の概要は、産業振興部長

と農林振興課職員、合わせて17名分の人件費ではございます。 

  次に、10農業庶務費につきましては、予算額279万1,000円、財源内訳、その他は証明手

数料、残りは一般財源となります。事業の概要につきましては、農政協力員への報酬のほか、

農業関係６団体への法令外負担金等であります。 

  次に、50産業振興部公用車維持管理事業につきましては、予算額68万4,000円で、財源内

訳は全て一般財源となります。事業の概要ですが、産業振興部の公用車４台分の維持管理経

費となっております。 

  ２ページをお願いいたします。 

  次に、３目農業振興費、01農業振興地域整備事業につきましては、予算額３万6,000円で、

財源は全て一般財源となります。事業の概要は、農業振興地域整備推進協議会委員９人分の

報酬などでございます。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、482万9,000円の減額

となっております。これは令和５年度に実施した農業振興地域整備計画策定が完了したため、

事業費の減額となっております。 

  次に、04農業資金事業につきましては、予算額3,000円、財源内訳、国県支出金は雪害緊

急対策事業費の補助金、残りは一般財源となります。事業概要は、平成26年２月の雪災害

に伴う緊急経営安定化支援策資金の利子補給でございます。これは２件となっております。 

  次に、05自立経営体確保、育成促進事業につきましては、予算額1,015万円、財源内訳、

国県支出金は農業次世代人材投資事業費補助金、その他は特定事業ふるさと応援基金繰入金

で、残りは一般財源となります。事業の概要は、双葉農業振興会や棚田等農耕文化保存協会

への補助金、農業次世代人材投資事業費補助金でございます。このうち、棚田等農耕文化保

存協会への補助金につきましては、昨年度に引き続き、御領棚田のイルミネーションなどの

棚田保全事業への支援を行うため、特定事業ふるさと応援基金から100万円を支出いたしま

す。なお、令和５年度当初と比較しますと、265万円の減額となっており、これは令和５年

度に実施しました次世代人材投資事業補助金及び親元就農支援補助金の事業変更による補助

金の減額となっております。 

  次に、06地産、地消事業につきましては、予算額820万3,000円で、財源内訳は全て一般
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財源となります。事業の概要は、地産地消に係る農業振興事業補助金として、学校給食の米

生産、やはたいもの作付、有機質導入事業、梨北農協の営農指導員などへの補助金となって

おります。なお、令和５年度当初と比較しますと、70万円の減額となっております。これ

は、焼酎大弐の製造中止に伴う、原材料栽培への補助金などの減額となっております。 

  ３ページをお願いいたします。 

  次に、07有害鳥獣捕獲等対策事業につきましては、予算額981万4,000円で、財源内訳、

国県支出金は特定鳥獣適正管理事業費補助金及び鳥獣被害防止総合対策事業費補助金と土地

改良事業等補助金の合計で、残りは一般財源となっております。事業の概要は、有害鳥獣に

よる農作物への被害防止事業等に係る経費でございまして、管理捕獲に対する報償費、鳥獣

害防止対策協議会への運営補助や新規狩猟免許取得者への補助、また、鳥獣害防止柵設置の

工事費及び修繕費などでございます。なお、令和５年度の当初予算と比較しますと、44万

円の増額となっております。これは近年、鳥獣害被害が増加しておりまして、鳥獣害捕獲事

業への補助金を増額している結果でございます。 

  次に、10竜王土地改良区事業につきましては、予算額550万円、財源内訳は全て一般財源

となります。事業の概要につきましては、竜王土地改良区の運営管理に係る経費等の補助で、

臨時職員１名分の賃金や、頭首工等の保守委託料、重機借り上げ料などでございます。 

  次に、11一般農業振興費につきましては、予算額167万3,000円で、財源内訳は全て一般

財源となります。事業の概要は、農業用施設の維持管理経費としまして、農業用給水栓の水

道料、重機借り上げ料、公用車の維持管理費などでございます。 

  次に、14甲斐市農業活性化事業につきましては、予算額225万円、財源内訳は、その他施

設の貸付収入、残りは一般財源となります。事業の概要は、農業振興を図るため、甲斐市農

業活性化協議会への補助金で、サツマイモの栽培事業や農産物、農産物加工品等の特産化を

促進させる事業に係る経費などでございます。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、

110万円の減額となっております。これは、焼酎大弐の製造中止に伴う原材料栽培等に係る

経費や維持管理費などの減額となっております。 

  次に、15経営所得対策推進事業につきましては、予算額116万4,000円、財源内訳、国県

支出金は経営所得安定対策推進事業費補助金で、残りは一般財源であります。事業の概要は、

水田利用計画等の取りまとめを行う臨時職員の雇用経費などでございます。 

  次に、16日本型直接支払事業につきましては、予算額2,208万1,000円で、財源内訳、国

県支出金は日本型直接支払事業交付金、残りは一般財源となります。事業の概要につきまし
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ては、中山間地域における農地の遊休化防止対策としまして、20集落への直接支払集落交

付金、また、農業施設等の維持管理を行う農業者の組織、４組織への多面的機能支払交付金、

化学肥料等の低減に取り組んでいる２団体への環境保全農業直接支払交付金などでございま

す。 

  次に、４ページをお願いいたします。 

  17農地集積・集約化対策事業につきましては、予算額264万円、財源内訳、国県支出金は

農地集積・集約化対策事業費補助金となります。事業の概要は、中間管理機構を活用した農

地の借受けに伴う農地の整備工事等でございます。なお、令和５年度の当初予算と比較しま

すと、224万円の増額となっております。これは、農地整備の面積の増加による事業費の増

額となっております。 

  次に、18地域おこし協力隊につきましては、予算額1,349万2,000円で、財源内訳は全て

一般財源となります。事業の概要は、協力隊員３名分の報酬及び活動経費、住居や車両借り

上げ料と、起業支援事業費補助などでございます。なお、令和５年度当初予算と比較します

と、233万2,000円の増額となっております。これは、令和６年度に活動３年目となる隊員

への支給を予定している起業支援事業補助金などの増額となっております。 

  次に、20農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、予算額668万3,000円で、財

源内訳は全て一般財源となります。事業の概要は、農業集落排水事業特別会計への繰出金と

なっております。 

  次に、31自然休養村管理センター維持管理費につきましては、予算額95万6,000円で、財

源内訳、その他は管理センター使用料、残りは一般財源となります。事業の概要は、センタ

ーの維持管理経費としまして、消耗品や光熱水費、施設等の修繕、法定検査、特殊建築物定

期調査等の委託料となっております。 

  次に、32矢木羽湖公園等維持管理経費につきましては、予算額229万7,000円、財源内訳

は、その他自動販売機使用料、残りは一般財源となります。事業の概要は、公園等の維持管

理経費としまして、消耗品費や光熱水費、修繕費、法定点検、公園清掃業務等の委託料とな

っております。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、303万7,000円の減額となって

おります。これは、令和５年度に実施しました南トイレ屋根改修工事費などの減額となって

おります。 

  ５ページをお願いいたします。 

  次に、４目畜産費、01畜産振興費につきましては、予算額４万円で、財源内訳は全て一
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般財源となります。事業の概要は、山梨県畜産協会への会費等でございます。 

  次に、５目農地費、01土地改良事業につきましては、予算額4,639万9,000円で、財源内

訳、国県支出金は農業基盤整備促進事業補助金、市債は合併特例債、その他は土地改良施設

維持管理適正化事業交付金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、土地改良施設維

持管理適正化事業としまして伊豆の宮ため池のポンプ改修工事、農業基盤整備促進事業とし

まして水路１路線の改修工事、また、積算システム保守等の委託料、事業実施に伴う負担金

などでございます。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、1,315万1,000円の減額と

なっております。これは、適正管理事業費や補償費などの減額によるものでございます。 

  ６ページをお願いします。 

  次に、03県営土地改良事業費につきましては、予算額5,753万8,000円で、財源内訳、市

債は合併特例債、残りは一般財源となります。事業の概要は、県が実施しております県営広

域営農団地農道整備事業、県営かんがい排水事業、防災重点農業用ため池緊急整備事業への

市からの負担金のほか、土地改良事業団体連合会への賦課金などでございます。なお、令和

５年度の当初予算と比較しますと、203万9,000円の減額となっております。これは、県営

事業に伴う負担金の減額によるものです。 

  次に、04農林業施設維持管理事業につきましては、予算額3,755万4,000円で、財源内訳

は全て一般財源であります。事業の概要は、農林施設の維持管理事業に係る経費としまして、

光熱費、原材料費など、農林道・水路維持の委託料としまして、農道の除草、施設の保守点

検、農道等の未登記解消に係る登記費用、農道台帳整備業務、農林道・水路等維持の工事と

しまして、各自治会からの要望に伴う修繕補修等の工事となっております。なお、令和５年

度当初予算と比較しますと、1,947万4,000円の減額となっております。これは、５年に一

度実施することとなっている橋梁点検を、令和５年度に実施しており、令和６年度につきま

しては、対象橋梁がないため、委託料等の減額によるものでございます。 

  次に、05土地改良区施設改修事業につきましては、予算額20万円で、財源内訳は全て一

般財源となります。事業の概要は、土地改良事業団体連合会への賦課金でございます。なお、

令和５年度当初予算と比較しますと、1,167万円の減額となっております。これは、県が実

施しておりました高岩頭首工整備事業が、令和５年度で完了したことによる負担金の減額と

なっております。 

  ７ページをお願いいたします。 

  次に、６目中北部活性化事業費、01中北部活性化事業につきましては、予算額2,022万
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9,000円で、財源内訳、その他は滞在型市民農園使用料、日帰り型市民農園使用料及びクラ

インガルテン基金からの繰入金の合計となっております。事業の概要ですが、梅の里クライ

ンガルテン施設の維持管理に係る経費としまして施設修繕費、指定管理料、農地借地料など

でございます。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、124万円の減額となっておりま

す。これは、令和５年度の事業補助等が終了したため、事業費の減額となっております。 

  次に、２項林業費、１目林業振興費、01林業振興費につきましては、予算額688万2,000

円で、財源内訳、その他は森林管理基金繰入金、残りは一般財源であります。事業の概要は、

森林環境譲与税を活用しました県産材普及啓発品の購入や森林経営管理制度事業として作業

路の整備、また、森林組合経営基盤強化事業への補助金、法令外負担金などでございます。

なお、令和５年度当初予算と比較しますと、122万5,000円の増額となっております。これ

は主に経営基盤強化事業等への補助金の増額によるものでございます。 

  次に、02松くい虫防除対策事業につきましては、予算額845万8,000円で、財源内訳、国

県支出金は県の松くい虫被害対策事業費補助金と造林業費補助金の合計で、残りは一般財源

となっております。事業の概要につきましては、松くい虫による被害木の処理に係る経費と

しまして松くい虫の防除事業委託料、昇仙峡の松の緑を守る会への負担金などでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  次に、２目治山林道費、02林道費につきましては、予算額1,439万1,000円で、財源内訳、

国県支出金は林道改良事業費補助金、市債は合併特例債、残りは一般財源となっております。

事業の概要は、林道改良事業としまして林道２路線の整備工事及び橋梁点検業務の実施でご

ざいます。なお、令和５年度当初予算と比較しますと、5,507万1,000円の減額となってお

ります。これは、橋梁保守や防護柵設置工事が令和５年度で完了したため、工事費の減額に

よるものでございます。 

  次に、03治山費につきましては、予算額17万円で、財源内訳は全て一般財源となります。

事業の概要につきましては、災害時等における重機借り上げ料、原材料などでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  次に、11款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費につ

いてご説明させていただきます。 

  予算説明書では134ページ、135ページとなっております。 

  01現年度農林水産施設災害復旧費につきましては、予算額50万円で、財源内訳は全て一

般財源となっております。事業の概要につきましては、緊急災害時の復旧工事費、重機借り
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上げ料などでございます。 

  次に、基金関係の予算について説明させていただきます。 

  予算説明書では136ページから139ページとなっております。 

  初めに、13款諸支出金、１項基金費、１目渇水対策施設建設等基金費、01渇水対策施設

建設等基金積立につきましては、予算額5,000円で、財源内訳は、その他、渇水対策施設建

設等基金の利子で、事業概要は、基金への積立金となっております。 

  次に、５目中山間ふるさと、水と土保全対策基金費、01中山間ふるさと、水と土保全対

策基金積立につきましては、予算額2,000円で、財源内訳、その他は中山間ふるさと、水と

土保全対策基金の利子で、事業概要は、基金への積立金となっております。 

  10ページをお願いいたします。 

  次に、11目クラインガルテン基金費、01クラインガルテン基金積立につきましては、予

算額92万6,000円で、財源内訳、その他はクラインガルテン入会金と基金利子の合計で、事

業概要は、基金への積立金となっております。 

  最後に、16目森林管理基金費、01森林管理基金積立につきましては、予算額1,560万

8,000円で、財源内訳、その他は森林管理基金の利子、残りは一般財源で、事業概要につき

ましては、森林管理基金への積立金でございます。なお、基金積立ての原資となります森林

環境譲与税については、令和５年度より約260万円の増額となる見込みとなっております。 

  以上が、農林振興課及び敷島支所市民地域課の令和６年度当初の予算内容となります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。ここから所管は建設経済常任委員会に移ります。 

  質疑はございますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） まず、２ページの05、農業次世代人材投資補助金のところなんです

けれども、事業変更になったと。前回、たしか農家を継ぐ家庭の人には補助金あげるという

話だったんですけれども、何か１人でしたか、人が全然応募がなかったということで、これ

はどんなふうに事業変更になったんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 高橋係長。 

○農林総務係長（高橋正樹君） お答えいたします。 
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  親元就農補助金というものがありましたけれども、こちらにつきましては、県の補助金

100万円を、１年間単年間だけ交付する補助金で、補助率２分の１でございましたけれども、

この補助金につきましては、令和５年度で終了ということになりましたので、今年度、補助

金には計上しておりません。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。 

  では、次のページの日本型直接支払農業は中山間地域の支払交付金、大体推移が同じぐら

いの予算になっているんですけれども、農家自体の軒数の推移というのは、ずっと変わらな

いんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  この事業には20集落、一応参加していただいているんですけれども、そちらの各集落に、

会員というか、いますけれども、その人数は変わっておりませんという回答になります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） では、次のページで、17番、農地集積・集約というところなんです

けれども、機構借受農地整備事業が増加したというようなお話なんですけれども、どんな内

容なんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 窪田係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（窪田友昭君） お答えします。 

  こちらのほうですけれども、令和６年度につきましては6,600平米、現在相談がありまし

て、その分を予算計上させていただいた形になります。10アール当たりの単価が40万円と

いう県の補助となっております。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 農地が増えていくということだと思うんですけれども、例えば、使わ

れていなかった農地をまた使うようにしたとか、そういったことなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  そのとおりでございます。こちらの事業につきましては、県の農業公社の中に、農業中間

管理機構というのがございまして、そちらは、例えば高齢化等で耕作ができなかった農地を、
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そこで集約しまして、新しく農業を始めたいという方にそこを通して貸すという事業で、中

間管理機構で事業をやっておりまして、その中で、借りる農地があった場合に、そこが遊休

農地化されている場合に、県のほうで100％補助で、整備の工事費を補助していただけます

んで、市が代わりにその補助金を使って、その土地を整備するということで、遊休農地を解

消できるという一つの事業となっております。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。喜ばしいことだと思います。 

  では、その下の自然休養村センターのところで、財源内訳のところで、34万か。これは

公共施設値上げという話が出ていますけれども、そういったものを反映してということなん

でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 森川課長。 

○敷島支所長兼市民地域課長（森川嘉亮君） こちらの34万につきましては、決算見込みベ

ースで予算計上をしたところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） ということは実績なので、値上げはあまり考えていないという感じな

んでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 森川支所長。 

○敷島支所長兼市民地域課長（森川嘉亮君） 使用料の改定につきましては、10月１日から

の改定になりますので、この予算の段階では、まだ条例等の議決に達していませんので、例

年の決算ベースで予算を計上したところであります。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  口委員。 

○委員（ 口孝之君） 確認をお願いします。 

  １ページの01番、農業委員会費ということで、農業委員が19名、農地利用最適化推進委

員が15名、34名いるんですけれども、もし差し支えなければ、19名の年間、15名の年間の

報償というのはどのくらいなんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 窪田係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（窪田友昭君） お答えします。 

  農業委員につきましては、会長の年間報酬につきまして25万円、副会長が２名いまして

22万円、一般の委員につきましては20万円という年間の報酬になっております。 
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  農地利用最適化推進委員につきましては、１日当たり6,000円という、日額という形にな

っております。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） ありがとうございました。 

  それで、ちょっとその下に、これもあれなんですけれども、農業委員と推進委員の県外研

修と。どんな目的で、どんなところに行ったんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 窪田係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（窪田友昭君） こちらにつきましては、農業委員さんと推進委

員さんに、研修の目的を独自で決めていただきまして、場所を決定するというような形を今

まで取っておりますので、まだ決定はしておりません。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） では、次に行きます。３ページの07番をお願いしたいと思います。 

  有害鳥獣捕獲等対策ということで、今、甲斐市には狩猟免許と会員というのは何名ぐらい

いるんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  令和５年度狩猟免許をお持ちの猟友会会員は、76名になっております。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） 76名の方が、管理していただいたり、捕獲をして、今、行ってきて

いると思うんですけれども、管理捕獲報償金というのがあるんですけれども、鹿１頭とか、

イノシシが１頭とか、あと、鳥もあるんですね。私、その辺の内訳、ちょっとお願いしたい

んですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  管理捕獲の報償につきましては、県から、鹿、イノシシの適正数を調整するために、割り

当てられた頭数があります。令和５年度になりますと、イノシシが22頭、鹿が120頭の割当

てがありまして、こちらを猟友会の方に捕っていただくんですが、報酬としましては、１頭、

鹿、イノシシとも１万5,000円になっております。鳥類はございません。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） 最後お願いします。 
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  やはり07のところの一番最後、鳥獣害防止柵設置工事ということになっていますけれど

も、470万ぐらいあるんですけれども、どのくらいの件数があったんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。こちらの鳥獣害防止柵につきましては、

個人のお宅を囲う柵ではなくて、漆戸地区の全体を囲うような柵の建設になっておりまして、

こちらは令和元年度から10年計画で行っている６年目の予算になります。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） これは余談ですけれども、個人のお宅をやると、限度額というのはあ

るんですか、これを申請して。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） 個人のお宅への補助はありません。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 幾つか確認をお願いします。 

  まず、２ページの05の100万円のその他収入ですけれども、たしか以前の説明だと、今年

度頂いたクラウドファンディングですか、それを来年度使うみたいな、そういう説明だった

と思うんですが、それで合っているかどうか、確認をお願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  市で行いましたガバメントクラウドファンディング、令和４年度に実施をしまして、380

万円集まったところであります。そちらを基金のほうに積んでありまして、その中から100

万円令和５年度に支出、令和６年度にあと追加で100万円支出するものになります。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） そうすると、新たに100万円を集めようということではなくて、も

う集まっているものを、基金から入れているだけということだというふうに理解をするんで

すけれども、今後もまたこうやってお金を集めるというようなことを考えているかどうかも、

併せて教えていただきたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  先ほど言いましたように380万円集まったということで、今年度と６年度で各100万円ず
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つ、あと残り180万円あるんですけれども、一応これを保存会と協議しながら、どのような

目的で使うかということで、各年度で補助金を流すんですけれども、一応380万円集まりま

したんで、一応これを使い切るまでは、新しい募集はする予定はございません。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） ありがとうございます。 

  その下の地産、地消の関係になるのかな。ぎゅぎゅっとねぎの関係の予算が何かあるか。

その辺ちょっと説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  現在のところ、ぎゅぎゅっとねぎに関する補助金というのはございません。 

  ただ、ネギ部会とも話をする中で、作付補助とかを考えてほしいという要望もございます

んで、それにつきまして、今後また考えていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） またぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  質問を変えます。 

  ４ページになります。 

  18の地域おこし協力隊の関係ですけれども、先ほどの説明だと、１人終了を迎えるとい

うことで、起業支援事業費補助金として200万円を見ているということですけれども、これ

を見ているということは、その終了する協力隊員の方は、就業をするということで動いてい

ると、そういうふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  本人に意向を確認したところ、甲斐市で引き続き居住し、果樹をメインに就農していきた

いということを確認しております。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 大変すばらしいと思います。ありがとうございます。 

  そうしますと、今度、地域協力隊の人数の推移といいますか、１人辞めて、１人また入れ

るのかとか、どういうふうな募集を今後、人数とかを計画しているのか、その辺について、

もし分かりましたらお願いしたいと思います。 
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○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  甲斐市の地域おこし協力隊につきましては、３名を一応定員としておりまして、卒業した

隊員がいましたら、その分をまた募集をかけて、３名確保していきたいと考えております。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 大変だと思いますけれども、よろしくお願いします。 

  質問を変えます。 

  ６ページになります。 

  03の県営土地改良事業の中の防災重点農業用ため池の緊急整備事業の負担金についてな

んですけれども、今年度の当初予算と比較すると、大分多くなっているんですけれども、こ

の負担金の計算みたいなのというのは、どういう積算でなっているのか教えていただきたい

と思います。その増額している理由も、併せて分かればお願いしたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 八巻係長。 

○農林土木係長（八巻哲也君） お答えします。 

  県営事業のため池事業につきましては、今までは久保入のため池、伊豆の宮のため池、大

久保のため池でやってございましたが、今回新規に、新田のため池が入る形になっておりま

す。それで、こちらにつきましては、県営事業費の11％を、甲斐市で負担するという形に

なっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 新田のため池が増えた分が増額したというふうに理解をすればよい

ということですね。ありがとうございます。 

  あと、ちょっとどこの項目になるのか、あれなんですけれども、農地整備といいますか、

基盤整備の関係とかというので、大体もう終了をしていて、大型な計画といいますか、今後、

何かそういう大きな計画みたいなのがあるかどうかだけ教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） 大きなというと、県営事業ということでやっていただくこ

とになるんですけれども、今のところ、新規はございません。先ほど言ったように、頭首工

の整備が令和５年度で終わりますんで、ちょっと事業は縮小しているような形になっており

ます。 
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○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか、所管。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） 所管がないようですので、次に、所管以外の委員質疑を受けます。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） ２ページの05の棚田ですが、この補助金にたしか仮設トイレを造る

ような話、前に聞いたんですが、これはできているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） 仮設トイレは、一応この保存会と話しまして、年に何回か

イルミネーションの夜の点灯をやりますんで、そのときは借りてきて設置しようということ

で、今も話はしております。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 通ってもトイレがないから、ちょっと聞いたんですが、そういうこと

ですね。分かりました。 

  それから、管理捕獲ですが、一応１頭１万5,000円ということですが、去年の鹿とイノシ

シの捕獲量、もう一回確認したいです。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  令和５年度管理捕獲の頭数につきましては、イノシシが22頭、鹿が120頭になります。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） ちょっと飛びまして、６ページの一番上、03の県営広域営農団地、

この茅ヶ岳東部、これの場所がよく分からないんですが。 

○委員長（内藤久歳君） 八巻係長。 

○農林土木係長（八巻哲也君） 場所につきましては、敷島総合公園の北側を通る道といいま

すか、クラインガルテンの南側を通る広域農道の所が、茅ヶ岳東部広域農道という形になっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） ちょくちょく通っているんでそれは分かっているんですが、この営農

団地という概念がちょっと分からないんですが。 
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○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） これは県の事業で、県の事業はこういう名前がついている

んですけれども、広域ということで韮崎から敷島の吉沢までということで、こういう広域営

農、農業をするための農道ですよということで、こういう言い方をつけているということで

す。 

  先ほど、補足になりますけれども、今、この予算でやっているところは、主に敷島の吉沢

地内の工事になっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） では、最後、７ページの一番下、02の松くい虫ですが、最近、松く

い虫が少し下火という話も聞いているんですが、大体全体の状況はどんなでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  松くい虫の被害につきましては、新規に松くい虫に侵食されたというものを確認するのは、

少なくなってきているんですけれども、予算で計上しているものにつきましては、もう既に

松くい虫によって枯れてしまった枯損木を除去するものが、メインの事業になっております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ３ページの07の一番最後の鳥獣害防止柵設置工事ですけれども、こ

の防止柵は、全体の多分区域、決まっていると思うんです。ここの地区が何メートルとかと

全体把握してあると思うんですけれども、その把握しているうちのどのくらいが終了してい

るんですか。毎年これは出てくるんですけれども、どのぐらい終了しているか、あと残って

いるのはどのぐらいあるのか、それをちょっと教えていただけますか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  こちらの漆戸地区につきましては、総延長約２キロをフェンスで囲う計画となっておりま

して、令和５年度までに815メートルの設置が終了しているところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 今、漆戸は10年計画の６年目と聞いたんですけれども、そのほかに

も、まだこういうところがあると思うんですけれども、そういうところは計画というか、そ
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ういうものはまだ把握していないということですか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  基本的に、この鳥獣のフェンスにつきましては地元の要望、被害が多いと、つけてほしい

と、要望に伴ってやっているものですけれども、今、漆戸地区やっているんです。そのほか

に、今年度、睦沢のほうから一部つけてほしいという要望がございました。 

  ただ、これが県の補助金を使ってやっていますんで、なかなか金額を増額するのが難しい

状況でありますんで、今は漆戸を優先的にやっているというような状況でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  あと、７ページの01のところですけれども、今年の予算に、クラインガルテンのＰＲ動

画委託が計上されているんですけれども、動画は作成されてどこかで流されているのか、ち

ょっと教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  ５年度にクラインガルテン、ＰＲ動画の委託料、計上させていただきまして、実は、これ

がドローンを使ってやるということで、業者の見積りを取って、約77万円ぐらいの見積り

を取ったんですけれども、その中で、今年度いろいろ協議した中で、秘書課のほうでドロー

ンを持っていまして、それで作れるということで協議が整いましたので、今回作っておりま

せん。３月の補正で、この委託料は減額させていただいて、令和６年度に、費用をかけない

で、市内の各部署と連携を取った中で、ちょっとＰＲ動画作成しようということで、今考え

ておる状況でございます。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ４ページの地域おこし協力隊の件なんですけれども、赤坂とまととか、

広報で行ったときは働いていたんですけれども、これ以外にそういうところで働いた場合に、

赤坂とまとさんから賃料とか、そういうのは本人のほうに入ってくるんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  地域おこし協力隊におきましては、いろいろな経験をしていただくということで、赤坂と
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まとにも行っていただいているんですけれども、あくまで研修という意味合いで行っていた

だいているんで、賃金は頂いておりません。 

○委員（谷口和男君） 賃金を頂いていないということは、この３名で866万2,000円が給料

ということになるんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） ３人の賃金等で、３名分でこの金額でなっております。 

  これにつきましては、国の施策もありまして、国からの特別交付金も頂いておりますんで、

その中で対応しているような状況でございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） ちょっと教えていただきたいんですけれども、１ページの01の農地

利用状況調査、これは委員の方が、恐らく市内の耕作放棄地とか、そういう状況を調べてい

るというふうに思うんですけれども、ちなみに、先ほど多分課長が、県ではなくて農地バン

クの件だと思うんですけれども、市内の耕作放棄地というか、使われていない農地を県のほ

うのバンクに登録した人数というのは分かっているんですか。ちなみに聞きますけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） 先ほどお答えしたのは、遊休農地を県の中間管理機構とい

うところが、耕作できない人から借りて、耕作したい人に貸すという、その中で整備をする

ということで、この調査とはまた別ですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） では、さっきの県のやっている農地のいわゆる貸し借りというんです

か、市内のどのぐらいの方が登録していて、また、借り手が実際あるのかという、その辺ち

ょっと分かったら教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 窪田係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（窪田友昭君） お答えします。 

  県の中間管理機構につきましては、本来であれば、中間管理機構が土地の所有者から農地

を借りて、それを配分するという形を取るんですけれども、現在、県の中間管理機構、全県

下を３名で回しております。ちょっと難しいところがありまして、基本的には、貸し手と借

り手が決まった状態のものを現在扱っているという形になっております。 

〔「件数は」と呼ぶ者あり〕 
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○農業委員会事務局庶務係長（窪田友昭君） 件数につきましては……。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） では、補足させてもらいます。 

  市がどのように関与しているかということですけれども、例えば、高齢化で土地を耕作で

きなかった人がよく相談に行くんですね、うちの市の農業委員会へ。そうしたときに、今言

った機構を紹介して、借り手がいればそこで合意するとか。あとは、市の施策としても、市

でも農地銀行というのをやっているんですけれども、そちらの活用もありますんで、その辺

が、県の中間管理機構を使うか、市の農地銀行を使うかというのは、そのときの条件の選択

になりますけれども。 

  今、そんな状況で運用させていただいているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 先ほどの関連で、４ページの地域おこし協力隊で、国の規定でやって

いるということなんですけれども、国県支出金がゼロになっていますよね。国からの補助と

いうのはないんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） お答えします。 

  先ほど言ったように、特別交付金という形で出てきますんで、直接の補助金ではないんで、

ここの財源には出てこないような状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 大体幾らぐらい出てきているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） うちのほうで申請しているんですけれども、特別交付金な

んで、細かい明細は出てこないんですけれども、一応、国の基準では、１人当たりの経費が、

480万円までは国のほうで措置をしているというふうには言われております。 

○委員長（内藤久歳君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 480万出ているんだったら、３人だったら1,400万ぐらいになるんで

はないんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 
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○農林振興課長（小宮山 尚君） それはかかるお金ですから、480万よりかからなければ、

その金額になりますんで、うちは積算したら、報酬とか不動産の借り上げとかでこれだけか

かるんで、これだけということで予算計上しているところなんで、それはそういう形になり

ます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。質問があったらしてください。 

  ほかにございますか。 

  若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） ３ページの有害鳥獣捕獲対策事業なんですけれども、漆戸地区の防止

柵の設置というのは、今、10年計画の６年目ということなんですが、総事業費は幾らぐら

いでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  計画でいいますと、約4,600万円ほどになります。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） そのうち、県からの補助というのはどれくらいでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  県からの設置に関する補助金につきましては、令和４年度に補助率が変わりまして、

50％頂いているところであります。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） ちなみに、防止柵で囲う漆戸地区の人口というのは分かりますか。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） すみません、ちょっと正確な人数は分かりませんけれども、

過疎化がかなり進んでいるところで、恐らく20人ぐらいという、精緻な数値ではないです

けれども、おそらくそのぐらいの数字ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 若尾委員。 

○委員（若尾彰子君） 最後に、その漆戸地区は、いわゆる集落といいますか、民家を中心に

囲っているのか、それとも何か囲っている中に、農地があって、それを守りたいのか。どう

いう防止柵でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 
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○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  集落内にももちろんご自身のご自宅、民家もありますし、その周辺にはやはり民家のすぐ

近くに自分の圃場、畑を持っていますので、耕作している作物を守る。また、竹林がありま

すので、タケノコとか、イノシシの被害が非常に多いので、そういったところも防ぐ目的で

設置しております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂 康君） ３ページの日本型直接支払事業という形で、中山間地域の集落、20

集落という形で、あと、多面的機能交付が４組織という。これもだんだん今の状況でいきま

すと、集落的にも人数が減っているだろうし、地域的にも減ってくるんではないかとは思う

んですけれども、今、20集落ということですけれども、これをずっと何とか補助をしてい

くというような考えでいらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 中込係長。 

○農林振興係長（中込 聡君） お答えいたします。 

  こちらの中山間地域直接支払交付金につきましては、国の制度になっておりまして、これ

は５年を１つの期としてやっておりまして、今、５期の４年目、令和５年度が４年目になり

ます。来年度で５年目を迎えるところなんですが、国のほうとしては６期も継続してやって

いく方向でしておりますので、市のほうも継続して事業のほう進めたいと考えております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂 康君） 僕も一般質問でもさせていただきましたけれども、市のほうの農業政

策という形で、農業のほうのもちろん就業人口も減っていますし、年齢も皆さん、上に上が

ってきて、なかなか農業の発展というのはちょっと期待できない面もあるんですけれども、

こういう形でいろいろな補助をされているということなんですけれども、これがいつまで続

くというのはおかしいですけれども、ある程度のいろいろなものを絞って、特化していくと

いうふうな考え方はないんでしょうか。その辺をお聞きしたいんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 小宮山課長。 

○農林振興課長（小宮山 尚君） この事業につきまして、主に今問題となった耕作放棄地と

か遊休農地化を進めないということで、地元の方に自分の畑を、作物を作らなくてもいいん

で、草刈りという保全をしてもらうということで、それが主な事業となっていますので、今
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後も市としても、遊休農地を増やさないということで、この事業は推進していきたいと考え

ております。 

○委員長（内藤久歳君） 保坂委員。 

○委員（保坂 康君） ということは、やはり作業とか、作物を作らないでもいいから、取り

あえず管理をしっかりしてくださいということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（内藤久歳君） ほかにはよろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で所管への質疑を終了いたします。 

  以上で農林振興課についてを終了いたします。 

  ここで暫時休憩します。 

  では、午後の再開は１時半から再開いたしますので、ご参集をお願いします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 

  予算参考資料についてはナンバー７となります。 

  次に、商工観光課所管の事業について説明を求めます。 

  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 大変お疲れさまでございます。 

  商工観光課及び敷島支所市民地域課が所管いたします令和６年度当初予算案につきまして、

ご説明させていただきます。 

  予算参考資料ナンバー７、11ページをお願いいたします。 

  なお、予算説明書につきましては、90ページからとなりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

  ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、ナンバー01労働関係職員費662万円、財源は

全て一般財源であります。商工労働係の職員１人分の人件費であります。 

  ナンバー10労働総務費2,023万7,000円、財源内訳の国県支出金750万円は、右側の事業概
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要の一番下にあります移住支援事業補助金1,000万円に対する国県支出金でありまして、国

が２分の１、県が４分の１の負担割合であります。主な経費といたしましては、関係人口創

出・魅力発信事業として722万3,000円を計上しております。この事業は、経営戦略課が、

双葉サービスエリア上り線の管理会社と、シティプロモーション事業推進に係る協定を締結

したことにより、サービスエリア内に本市の特産品や移住・観光に係るパンフレットなどを

設置したブースを設けるとともに、県内外で実施される移住関連イベントや観光関連イベン

ト、また、やはたいぬが出演する県外でのゆるキャライベント等におきまして、本市のＰＲ

を業者委託するなど、本市の魅力発信や移住促進、関係人口の創出に取り組んでいるもので

あります。 

  そのほか、主なものとして、空き家リフォーム補助金200万円につきましては、空き家バ

ンクに登録した物件について、20万円以上のリフォームを実施した場合に、経費の２分の

１、最大100万円を補助するもので、令和３年度から事業を実施し、令和３年度に３件、令

和４年度に１件、今年度はこれまでに１件の実績となっております。 

  移住支援事業補助金1,000万円につきましては、国県支出金で触れさせていただいた国の

制度で、５年以上東京圏で居住もしくは通勤通学していた者が、本市へ就職もしくは都内の

仕事をテレワークで行うなど一定の要件を満たした場合、単身世帯に60万円、２人以上の

世帯では100万円、また、18歳未満の子供がいる場合は、１人につき100万円を加算し補助

するものであります。 

  ナンバー12市民保養所委託事業145万5,000円、財源は全て一般財源であります。夏季保

養所の委託契約でございます。海の家は、牧之原市観光協会など３か所の観光協会、山の家

は、市内２か所、市外２か所の委託であります。 

  ナンバー13峡中広域シルバー人材センター補助事業1,447万1,000円、財源内訳のその他

629万1,000円は、峡中広域シルバー人材センターの構成市町からの負担金として、中央市

が367万3,000円、昭和町が261万8,000円であります。一般財源の818万円は、甲斐市の負担

金であります。なお、この負担金は、均等割と人口割から算出しております。 

  ナンバー15労働施策推進事業300万5,000円、財源内訳のその他300万円は、生活安定資金

預託金の元金収入であります。勤労者生活安定資金預託金は、年度当初に300万円を中央労

働金庫に貸付けの原資として預託し、金融機関は、この資金と同額以上の自己資金を加えて

融資額とし、市内の勤労者の生活資金として融資をするものであります。 

  ナンバー16勤労者施設運営委員会費４万3,000円、財源は全て一般財源であります。勤労
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青少年ホーム、働く婦人の家、勤労者会館、３施設の運営委員７人分の報酬であります。 

  12ページをお願いいたします。 

  ナンバー18勤労青少年ホーム管理運営費329万3,000円、財源内訳のその他17万1,000円は、

施設の使用料であります。事業の概要は、教養講座講師への謝礼、施設の維持管理費であり

ます。 

  ナンバー20働く婦人の家管理運営費904万7,000円、財源内訳のその他84万円は、施設の

使用料であります。事業の概要は、教養講座講師への謝礼、施設の維持管理費であります。

令和６年度は、２階和室のエアコンが故障したため、更新工事を実施する予算を計上してお

ります。 

  ナンバー21勤労者会館管理運営費９万7,000円、財源内訳のその他財源３万円は、施設の

使用料であります。事業の概要は施設の維持管理であります。 

  次に、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、ナンバー01商工観光関係職員費7,208

万9,000円、財源は全て一般財源であります。商工観光課職員９人分の人件費であります。 

  ナンバー10商工総務費６万2,000円、財源は全て一般財源であります。事業の概要ですが、

主にサテライト双葉に係る経費で、立川市で開催される運営協議会への出席に伴う職員の普

通旅費と事務費であります。 

  13ページをお願いいたします。 

  ２目商工振興費、ナンバー02商工振興事業2,864万8,000円、財源は全て一般財源であり

ます。まず、商工振興事業の主な経費といたしましては、甲斐市商工会補助金として2,010

万円を計上しております。 

  本市企業の大半を占める中小・小規模企業者につきましては、原油・原材料価格の高騰、

インボイス対応及び事業承継など、様々な経営課題がある中、国・県等の支援施策が多岐多

様化し、商工会経営指導員にかかる負担が増大しております。そのため、市では商工会会員

の経営課題に、迅速かつ丁寧に支援するための体制を強化するため、令和５年度から補助金

を500万増額しており、令和６年度についても継続をしてまいります。 

  次に、小規模企業者経営改善対策資金利子補給等163万円につきましては、公庫資金や県

の商工業振興資金などを借り入れた小規模企業者や商業者に対し、返済開始から１年以内に

支払った利子を補助するものであります。 

  次に、甲斐市小規模企業者持続化補助金600万円につきましては、市内小規模企業者の持

続的な発展を支援するため、令和２年度から市単独事業として新たに創設したもので、主に
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国の助成制度では拾い切れない小規模企業者が実施する経営力向上につながる経費に対しま

して、補助対象経費の２分の１、限度額50万円を補助するものであります。昨年までは500

万円の予算でありましたが、より多くの企業に補助できるよう、100万円増額するものであ

ります。 

  次に、企業誘致推進事業ですが、令和６年度は下今井農工団地拡張に伴う予算について、

宅地開発事業特別会計に計上させていただいたため、山梨県地域経済牽引事業促進協議会負

担金と企業誘致活動に伴う旅費など、事務費の計上のみとなります。 

  14ページをお願いいたします。 

  06宅地開発事業特別会計繰出金1,774万6,000円、財源は全て一般財源であります。下今

井農工団地の拡張事業のため、今年度設置した特別会計への繰出金であります。 

  次に、３目観光費、ナンバー10観光推進事業1,751万3,000円、財源内訳のその他1,000円

は、やはたいぬＬＩＮＥスタンプ購入料配分金、残りは一般財源であります。 

  主な事業として、登山道整備委託等事業60万9,000円につきましては、太刀岡山や御嶽古

道などの登山道入り口の草刈りや倒木処理の委託経費、太刀岡山登山道のトイレとして活用

をしている清川地区消防団詰所トイレや、御嶽古道外道入り口の常説寺駐車場に設置した登

山者用トイレの維持管理経費、登山道内のロープ等の劣化に伴う消耗品購入費経費及び市で

主催する御嶽古道のガイドツアーのガイド謝礼などであります。 

  次に、観光巡回バス運行委託事業132万9,000円につきましては、５月と６月、また秋の

11月に、市内の観光資源を案内する巡回バスを運行するものであります。次に、フットバ

ス（ツアールート活用）事業10万5,000円につきましては、甲斐市ちいさな旅として年間９

回実施予定で、市内の身近な観光資源に触れていただく事業であります。 

  そのほか、やはたいぬによる県内外の各種イベント派遣を行うマスコットキャラクター着

ぐるみ活用事業に581万3,000円。また、観光関係ＰＲ用品等として177万4,000円。こちら

は観光パンフレット等の増刷経費であります。一番下の竜王駅魅力発信協議会補助金につき

ましては、イルミネーション事業のほか、イルミネーション期間中に開催予定のイベント経

費、駅前甲斐てき朝市、鈴虫の声を聴く甲斐などへの補助であります。 

  ナンバー11観光イベント事業1,125万円、財源は全て一般財源であります。 

  おみゆきさん実行委員会補助金は、甲府盆地の水防を祈願するお祭りで、毎年４月15日

に開催をしております。本年は、月曜日の開催となります。一宮のみこしの渡御、飲食店等

の出店、信玄太鼓やみゆき連の出演を予定しております。 
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  大弐学問祭実行委員会補助金は、郷土が生んだ偉人、山県大弐の遺徳をしのび、９月の秋

分の日に開催の予定です。 

  甲斐市サクラまつり実行委員会補助金は、市の花桜をめでることで、市民の心の安らぎや

市への愛着心を醸成する、桜の開花時期に合わせたイベントであります。今月実施いたしま

すサクラまつりにつきましては、24日の日曜日に、親子で楽しめるデイイベントの開催と、

夜間、桜のライトアップを予定しております。 

  15ページをお願いいたします。 

  13款諸支出金、１項基金費、12目地域振興基金費、ナンバー01地域振興基金積立2,907万

5,000円、財源は全てその他財源で、基金運用利子７万5,000円と諸収入2,900万円でありま

す。事業の概要は、サテライト双葉各公営競技における場外売場の売上金に対する市への負

担金であります。 

  最終の16ページにつきましては、特別会計でありますので、後日ご説明をいたします。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  口委員。 

○委員（ 口孝之君） 確認させてください。 

  11ページをお願いします。 

  労働総務費の中に、空き家リフォーム補助金というのがあるんですけれども、私、この前

も一般質問で、空き家が増えて、これからもう５年、10年先は独り暮らしも多くて、大変

な心配事だという話をしたんですけれども、これは毎年聞くんですけれども、今、甲斐市で

は空き家は何軒くらいありますか。これは基本的なことで申し訳ないんですけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 我々のほうが、空き家バンクということで担当しておりまし

て、空き家の軒数につきましては建設課の所管となります。そちらでお願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） では、これも空き家に対してリフォーム率、空き家が何棟あって、リ

フォームは何棟ぐらいしてあって、再利用ができるよということは、やはり建設のほうとい



－238－ 

うことですか。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 甲斐市内の空き家全体の数値というのは、我々つかんでいな

いわけで、建設課のほうでつかんでいるわけですけれども、この空き家バンクリフォーム補

助金につきましては、空き家バンクに登録してある物件についてリフォームする場合、これ

を補助するというもので、空き家バンクに登録されている現在の数は、７件が登録があると

ころでございまして、今年度は１件100万円のリフォーム補助金を交付したところでござい

ます。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） １件で100万円補助金があったと。今回、200万予定しているという。 

  今、諸物価も、私こういう関係もあったんですけれども、100万というと、ちょっとリフ

ォームすれば、もう300万ぐらいすぐかかってしまうんですよね。そんなことで、この辺も

リフォーム再生して、そういうことをすれば再利用して、人口も増える、地域の活性化にも

なると思うんですけれども、その辺のほうの要望もお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 同じく移住のところなんですけれども、移住支援補助事業というのが、

令和５年が300万から、今年は1,000万ということで、大分増やしてはいるんですけれども、

増やした分だけ、新たに何かやる予定というのは、何か考えているんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） この移住支援事業補助金につきましては、先ほどもご説明を

いたしましたが、東京圏に５年以上居住しているとか、そういう一定の要件を満たした場合

に、国のほうで制度として補助金を出すというものでございまして、実は令和４年度の実績

が860万円でございました。ということで、今回1,000万円を計上したわけですけれども。 

  というのが、令和４年度が800万円で、なぜ1,000万円かというと、この令和５年度、今

年度が2,300万円になる見込みだということで、ただ、今オフィス回帰ということで、テレ

ワークが徐々にしぼんできたということもございまして、まずは1,000万円計上して、様子

を見ようと。 
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  いつもこれにつきましては、なかなか見込みが立てづらいものですから、いつも補正対応

をお願いしているところで、今回は、まずは1,000万円で様子を見ようというところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） ということは、例年、実際は当初の予算よりは多めになるというか、

移住していただく方が、予定よりはちょっと多めになっているというふうな感じなんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） これは令和２年度から行っているものでして、令和２年度が

２世帯３人がこちらに、この補助金を利用して来まして、支援金の補助金の金額が160万円

でございました。令和３年度は３世帯５人で、260万。ここから増えまして、令和４年度が

10世帯18人で、支援金の金額が860万円で、今年度につきましては、18世帯37人で、2,300

万円の見込みとなっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 今の移住支援の事業補助金の関係ですけれども、過去に今教えてい

ただいた人数の方が、移住をされてきて、その方たちというのは、今でもまだ甲斐市にいら

っしゃるのか。あるいは、この補助金のもともとの約束で、どのぐらいいて、もしまた引っ

越してしまったり戻ってしまったりしたときには、その補助金が返還されるとか、その辺に

ついて教えていただければと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） やはりこの補助金も返還規定がありまして、３年未満で転出

してしまった場合は、全額を返済。この全額の返還の方が今まで１名おりまして、全額返還

をいただいております。 

  それから、３年から５年以内であれば半額の返還ということで、お約束をして補助金を交

付しているところです。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 返還する場合は、今度は市のほうの収入のほうに、歳入のほうに入

ってきているということですか。 
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○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 市のほうで歳入として受け取ります。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 質問を変えます。 

  また、その上の空き家リフォームの関係なんですけれども、空き家バンクの登録者数自体

が本当に伸びていないので、このリフォームの補助金も当然伸びないということになるんで

すけれども、予算取りが昨年から100万減っているというのは、そういうことも勘案して、

希望者がいないだろうと、少ないだろうということで、減らしたということでよろしいです

か。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） まさしくそのとおりでございまして、我々も空き家バンクの

登録件数を増やすということは、頭を痛めております。 

  ざっくばらんに不動産会社の方とお話をさせていただいたときに、不動産会社のほうも、

中古住宅を自分のところのホームページで紹介をしていると。空き家バンク、やはり我々、

市は要綱で定めておりますので、登録するには、登録カードなるものを作ってもらわなけれ

ばならない。どのくらいの面積で、どういう部屋が何個あってというのを、こちらの仕様の

ものを作っていただけなければならない。それが面倒だというようなところも一つあります。 

  それから、空き家バンクに登録するよと申請をするとか、自分たちでホームページで紹介

しているのに、わざわざその手間をかけてそれをやるのは、実際のところ面倒だなというの

が本音のところでございまして、我々もそこを要綱で定めてあるから、それを無視するわけ

にもいきませんので、例えばそこをもっと職員のほうが代行するとか、そういうことも考え

てはいるんですが、なかなか、ではそれで、たくさんうちもとなったらパンクしてしまうね

とか、本当にここは頭を悩ませているんですけれども、いずれ課題はそこだということが見

えておりますので、そこを何とかしていきたいなとは考えています。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） これについては、一般質問などさせていただいているんで、ここで

意見をさせていただきますと、空き家バンクという制度の目的が、商工観光課でやっている

という意義は、やはり移住・定住の促進ということが目的だと思いますし、空き家の管理と

いうことになりますと、建設課がやっているのは、空き家を放置しないような、最終的な特
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定空家を増やさないための措置ということで、２課で分かれて空き家の問題をやっていると

いうことに、やはりなかなか進まない一つの要因があるように感じます。 

  また、商工観光課でこの空き家のリフォーム補助金をやるという意味については、やはり

先ほど言ったように、移住・定住が目的ですので、移住・定住を促進させるのであれば、空

き家バンクを使わなくても、民間の不動産業者を使っても、移住・定住を促進することがで

きるので、そうなると、空き家バンクに登録しているもののみにリフォーム補助金を与える

というこの制度自体も、もう少し拡充してもいいのかなという気がしますので、これは意見

で結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか、所管の委員の皆さん。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、所管の委員を終了します。 

  次に、所管以外の委員の質疑を受けます。 

  金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 先ほど空き家バンクの件で、すみません、何回も。 

  先ほどのリフォームに対してなんですけれども、これは空き家を買うとか借りるとかとい

うのが、マッチングあると思うんですけれども、これは両方使えるというふうに。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 空き家を持っている所有者のリフォームと、あと、購入した

後の購入者のリフォーム、また、借りる人もリフォーム補助金を使うことができます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 先ほども長谷部委員の内容になるんですけれども、実際、空き家バン

ク、なかなか利用者さんが増えていなくて、始めた頃に、何でそんな不動産みたいなことを

市がやるんだみたいなこともあったんですけれども。 

  今、一般のある方は空き家の物件を、市内の方なんですけれども、調べてもそんなに今な

いと。ということで、中古の物件をしたときに、中古に対しての補助金というのは、市であ

るんですけれども、空き家バンクではなくて、実際に中古物件はいろいろ不動産であるんで

すけれども、それに対しての補助金というのは、甲斐市でやっていないんですよね。ちょっ

とその辺聞きたい。 
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○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 私の知る限り、例えば中古物件を購入する際とかの補助金は

ございません。 

○委員長（内藤久歳君） 副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 前も言ったんですけれども、やはりそういったところにも補助金をつ

けてもらえないかと。他市の方から引っ越してきて、その方、中古を購入したんですけれど

も、やはり少しでも補助金があれば助かるということで、そう言ったので、今後の検討とし

て考えていっていただきたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 安倍議員。 

○委員（安倍健治君） 13ページの②の商工振興事業の中で、甲斐市小規模企業者持続化補

助金の件なんですけれども、これは先ほど補助率が２分の１、上限50万円ということなん

ですけれども、募集期間というんですか、応募期間というんですか、これはちょっと期限が

短いように感じるんですけれども、それはどうしてか、その辺教えていただきたいと。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） 今年は、６月15日から７月末までの１か月半募集をいたし

ました。 

  これにつきましては、募集が終わった後、夏８月、１か月ぐらいで、こちらのほうで、中

小企業診断士の方とかそういう方と、これが適正かどうかというのを審査をして、その後、

決定をして、工事とかがございますので、工事とか備品を購入するとか。そうすると、やは

り９月頃から、あなた採択されましたよというのを早めに言ってあげないと、それが終わら

ないということで、大体いつも６月から７月の間でやるということで、商工会ともそんな形

で話をして、２月末ぐらいまでには、工事や備品の購入が終わるような形を取っているとい

うような状況です。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸副委員長。 

○委員（金丸幸司君） 分かりました。 

  審査とかいろいろなことがあるんですけれども、中には、ただ購入すればいいというもの

も含まれていると思うんですよね。いろいろ販路の開拓とか、生産性向上を上げるとかいっ

て、地域経済というか、企業さん元気になってもらうための補助だと思うんですけれども。 

  ある方からご相談いただいたときに、昨年の10月ぐらいですけれども、翌年の５月から

その期間しかないということだった。その方、すぐにも購入したいということだったので、
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今、話聞いて納得したんですけれども、できれば、申込み期間もう少し延ばして、その方が

申請しようとしたら、来年度というふうに言われたということだったので、その辺も検討と

いうか。 

  事業者さんからしてみると、今すぐにでもという方もいると思いますので、先ほど調査と

かいろいろ審査みたいなのがあるということも分かるんですけれども、こういった声もあり

ますので、ぜひ受付期間というのも考えていただきたいというふうに思いますけれども、そ

れについて。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） やはりうちも要綱でやっているものですから、交付決定とか、

いろいろ手続を踏まなければならないということがありますけれども、またここら辺は、商

工会とも話をしながら、どこまで申込期間を延ばせるかというのを、商工会と相談して、い

ま一度考えたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 13ページの02の商工振興事業の中の甲斐市商工会補助金の中で、上

から６つは今年度より増額されているんですけれども、その下の一番下のほうが、今年より

も326万ばかり減額されているんですけれども、その理由はどういう理由でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 久保課長。 

○商工観光課長（久保欽一君） こちらにつきましては、全体の商工会の補助金が2,010万円

というところで、それを向こうの事業費、全体の大額の補助金、決まっていますので、向こ

うの事業費で割り返して、では、ここにこれだけ充てようということで、ただ、全体として

は変わりはないんですけれども、この事業にはこれだけ分、充ててくださいというような形

の中で、割り振っているだけのところでございまして、特に大きな意はございません。 

○委員（秋山照雄君） 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（内藤久歳君） いいですか。ほかにございますか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 12ページの18の勤労青年ホームから21の勤労者会館まで、延べ利用

者の数を教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 井上係長。 

○商工労働係長（井上千悦子君） お答えいたします。 
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  令和４年度の勤労青少年ホームの利用人数ですけれども、937人になります。また、働く

婦人の家につきましては、5,360人になっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  三井係長。 

○環境土木係長（三井賢治君） 勤労者会館の利用者についてお答えいたします。 

  勤労者会館の令和４年度の利用人数ですけれども、139人でございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で所管以外の委員の質疑を終了いたします。 

  これで、商工観光課についてを終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時０２分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 

  予算参考資料はナンバー８になります。 

  次に、建設課所管の事業について説明を求めます。 

  芳賀建設課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 大変お疲れさまでございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、建設課の令和６年度当初予算につきましてご説明いたします。 

  予算説明書は98、99ページとなります。また、予算参考資料ナンバー８の１ページをお

願いいたします。 

  ６款農林水産業費、３項国土調査費、１目地籍調査費、ナンバー01地籍調査費につきま

しては、予算額1,072万4,000円で、財源内訳の国県支出金は地籍調査事業費補助金で、残

りは一般財源であります。事業の概要ですが、吉沢第14地区0.11平方キロメートルの１年

目工程及び吉沢第13地区0.18平方キロメートルの２年目工程の地籍調査事業業務委託等で、
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本年度当初予算と比較し230万8,000円の増額であります。 

  次に、予算説明書100ページ、101ページとなります。 

  次に、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、ナンバー01土木管理関係職員費

につきましては、予算額１億997万4,000円で、財源内訳は全額一般財源であります。事業

の概要ですが、都市建設部長と建設課職員を合わせた16人分の人件費で、職員の人事異動

等により、本年度当初予算と比較し164万８,000円の増額となっております。 

  次に、ナンバー02土木管理関係会計年度任用職員等費につきましては、予算額1,259万

3,000円で、財源内訳は全額一般財源であります。事業の概要ですが、道路維持管理を行う

作業員６名分の人件費であります。 

  次に、ナンバー10道路台帳管理事業につきましては、予算額501万6,000円で、財源内訳

は全額一般財源であります。事業の概要ですが、道路法に基づき市が管理している市道の道

路台帳補正業務委託で、本年度は廃軌道・バス通りの市道の移管がございましたので、本年

度当初予算と比較し530万2,000円の減額となっております。 

  次に、ナンバー11道路維持管理事業につきましては、予算額2,379万2,000円で、財源内

訳のその他財源につきましては道路占用料で、市債は合併特例債で、残りは一般財源であり

ます。事業の概要ですが、道路維持管理費のほか、市道の街路樹剪定等を行う市道街路樹等

管理委託、また、側溝しゅんせつ、除雪等の重機借り上げ、道路・水路等の緊急改修工事、

双葉スマートインターチェンジ出入口交差点への街路灯設置で、本年度当初予算と比較し、

169万7,000円の減額となっております。 

  予算参考資料２ページをお願いいたします。 

  次に、ナンバー12土木総務事業につきましては、予算額3,997万円で、財源内訳の国県支

出金は木造住宅耐震関係等の補助金で、国庫補助金951万6,000円、県補助金で299万1,000

円、市債は緊急自然災害防止対策事業債と合併特例債で、また、その他財源は公共物使用料

等で、残りは一般財源であります。事業の概要でありますが、空家等対策協議会委員報酬、

篠原地区公園調整池ポンプ電気料等のほか、市道の分筆等に伴う測量委託料、木造住宅耐震

診断業務委託、木造住宅耐震改修設計・工事等補助金、空家除却事業補助金、省エネルギー

住宅等普及促進事業費補助金、急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金等であります。 

  また、新規事業としまして、空き家実態調査業務委託と地震ハザードマップ統合型ＧＩＳ

搭載業務委託を計上しておりますが、本年度当初予算と比較し17万2,000円の減額となって

おります。 
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  予算説明書102ページ、103ページをお願いします。 

  次に、ナンバー13竜王駅維持管理事業につきましては、予算額3,270万9,000円で、財源

内訳のその他財源は竜王駅前広場使用料等で、市債は合併特例債で、残りは一般財源であり

ます。事業の概要でありますが、南北自由通路・駅前広場の維持管理に係る各種業務委託の

ほか、竜王駅敷地内防犯カメラ設備更新工事を計上しております。本年度当初予算と比較し

375万4,000円の増額となっております。 

  次に、ナンバー14狭あい道路拡幅整備事業につきましては、予算額2,650万円で、財源内

訳の国県支出金は国庫補助金の社会資本整備総合交付金で、市債は合併特例債で、残りは一

般財源であります。事業の概要ですが、安全かつ有効な住環境の形成を図ることを目的とし、

建築基準法に基づき、幅員４メーター未満の狭隘道路に接している家屋等の建て替えに伴う

セットバック用地を市に寄附していただき、市においてその用地の測量、分筆、登記、舗装

等の整備を行うセットバック用地整備事業であります。また、自治会要望に基づく路線単位

での拡幅整備で、榎万才線の拡幅整備事業を計上しております。本年度当初予算と比較し

5,330万7,000円の減額となっております。 

  予算参考資料３ページをお願いします。 

  次に、ナンバー17塩崎駅維持管理事業につきましては、予算額357万2,000円で、財源内

訳のその他財源は塩崎駅前広場使用料等で、残りは一般財源であります。事業の概要ですが、

駅トイレ維持管理に係る経費と駅周辺清掃及び自転車等整理業務委託で、本年度当初予算と

比較し76万5,000円の減額となっております。 

  次に、ナンバー50都市建設部公用車維持管理事業でありますが、予算額227万2,000円で、

財源内訳は全額一般財源であります。事業の概要ですが、都市建設部で使用しております公

用車12台分の燃料費、車検等費用で、本年度当初予算と比較し10万7,000円の減額となって

おります。 

  次に、２目地籍管理費、ナンバー01地籍管理事業につきましては、予算額200万円で、財

源内訳のその他財源は地籍手数料で、残りは一般財源であります。事業概要ですが、国土調

査の成果の地図訂正等に伴う測量及び登記書類作成などの業務委託で、本年度当初予算と比

較し100万円の減額となっております。 

  次に、２項道路橋梁費、１目道路維持改良費、ナンバー01道路維持改良事業につきまし

ては、予算額5,050万円で、財源内訳は全額一般財源であります。事業の概要でありますが、

各自治会からの要望等による道路小改良、小補修工事及び区画線補修工事などで、本年度当



－247－ 

初予算と比較し790万の減額となっております。 

  次に、ナンバー02道路舗装事業につきましては、予算額3,850万円で、財源内訳の市債は

緊急自然災害防止対策事業債と合併特例債で、残りは一般財源であります。事業の概要であ

りますが、市道道路の舗装工事費で、本年度当初予算と比較し350万円の増額となっており

ます。 

  予算参考資料４ページをお願いします。 

  次に、２目道路新設改良費、ナンバー01道路新設改良事業につきましては、予算額7,798

万3,000円で、財源内訳の国県支出金は、国庫補助金の道路交通安全施設等整備事業補助金

で、市債は合併特例債で、残りは一般財源であります。事業の概要でありますが、市道改良

工事のほか、下今井駒沢線交差点改良工事に伴う予備設計委託、分筆登記等業務委託のほか、

電柱・水道施設等の移設補償費で、本年度当初予算との比較でありますが、１億469万

2,000円の減額となっております。 

  予算説明書104ページ、105ページをお願いします。 

  次に、３目橋梁維持改良費、ナンバー01橋梁長寿命推進事業につきましては、予算額

5,930万円で、財源内訳の国県支出金は国庫補助金の道路メンテナンス事業費補助金で、市

債は合併特例債、残りは一般財源であります。事業の概要ですが、橋梁修繕費のほか、令和

６年度は43橋分の橋梁定期点検業務委託、鳥ケ池橋橋梁補修詳細設計委託、ＪＲ跨線橋補

修工事などで、本年度当初予算と比較し１億2,920万円の減額となっております。 

  予算参考資料５ページをお願いします。 

  次に、３項河川費、１目河川維持改修費、ナンバー01河川維持事業につきましては、予

算額2,250万円で、財源内訳は全額一般財源であります。事業の概要でありますが、各自治

会からの要望等に伴う河川、水路の小改良、小補修工事で、本年度当初予算と比較し、増減

はございません。 

  次に、ナンバー02河川改修事業につきましては、予算額5,580万円で、財源内訳の市債は

緊急自然災害防止対策事業債と合併特例債で、残りは一般財源であります。事業の概要です

が、河川、水路の改修工事のほか、市内の浸水対策に伴う水路詳細設計業務委託で、本年度

当初予算と比較し100万円の減額となっております。 

  予算説明書108ページ、109ページをお願いします。 

  次に、５項住宅費、１目住宅管理費、ナンバー01市営住宅管理事業につきましては、予

算額4,204万7,000円で、財源内訳の国県支出金は国庫補助金の社会資本整備総合交付金、
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その他財源は住宅使用料現年度分等であります。事業の概要でありますが、市内12か所、

256戸の市営住宅施設の維持管理経費のほか、川辺町団地の給水設備改修工事に伴う設計監

理委託費及び工事費、また、田中住宅、川辺町団地の遊具改修工事などで、本年度当初予算

と比較し2,026万4,000円の減額となっております。 

  予算参考資料６ページをお願いします。 

  予算説明書は134ページから137ページとなります。 

  11款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費、ナンバ

ー01現年度公共土木施設災害復旧費につきましては、予算額100万円で、財源内訳は全額一

般財源であります。事業の概要ですが、公共土木施設の災害復旧工事費で、前年度と比較し、

増減はございません。 

  次に、13款諸支出金、１項基金費、７目市営住宅事業基金費、ナンバー01市営住宅事業

基金積立につきましては、予算額1,573万3,000円で、財源内訳のその他財源は住宅使用料

現年度分及び過年度分と市営住宅事業基金の運営益であります。事業の概要でありますが、

基金の予算積立て分と基金の利子収入で、令和５年度住宅建設時の償還金を完済しておりま

すので、本年度当初予算と比較し1,569万3,000円の減額となっております。 

  以上が、建設課の令和６年度当初予算の概要説明となります。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑はございますか。 

  金丸委員。 

○委員（金丸 寛君） ３ページの土木費、01、これは各自治会からかなり要望が寄せられ

て、それを順次やっていただいているという流れは承知しておりますけれども、今現在、ス

トックといいますか、要望に応え切れていないという件数的なものは分かりますでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切 治君） 令和５年度12月末現在になりますけれども、全て道路、

水路、合わせて81件の要望になっております。81です。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸委員。 
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○委員（金丸 寛君） 81件積み残しといいますか、これから処理をしなければならないと

いう件数ということなんですが、予算が昨年度から790万減になっているというところ。 

  これは建設経済委員会のほうでも、狭隘な道路とか水路とか、そういったものに予算を厚

く盛ってくださいよという要望が出されております。その要望を加味した上で、790万の減

というのは、なかなか市民目線からしても納得がいかない予算の組み方だと、私は思います

けれども、その辺、どのような見解でこういう展開になったか、説明していただきたい。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 道路維持改良事業、地域の小改良、小補修をやっているわけなん

ですけれども、小改良の予算に関しては減らしておりません。区画線の工事を、今年度は集

中してやっている場所があったので、その分、多く入っていたんですけれども、その分がな

くなって、区画線の工事自体の予算が減っているんですけれども、要望を受けた工事費とい

うのは減らしておりません。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸委員。 

○委員（金丸 寛君） 委員会のほうからの要望は酌んでいただいているという予算の組み方

だという理解でよろしいんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） そのとおりでございまして、こういうご時世なんで、上げるとい

うことはなかなか難しいかもしれないんですけれども、維持はしていくつもりでおりますの

で、ご協力をお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかに。 

  口委員。 

○委員（ 口孝之君） 先ほど私も、ここのほうがよかったということで、観光商工課のほう、

空き家のことを尋ねたら、バンクの登録件数は分かるんだけれども、甲斐市全体の空き家棟

数はどのくらいですかと聞いたら、こちらのほうで聞いていただきたいということで、ちょ

っと棟数をお願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 大柴係長。 

○建設総務係長（大柴宏之君） お答えします。 

  現状、把握している空き家の戸数ですが、1,097を把握しております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 
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○委員（ 口孝之君） あと１点。 

  先ほど話したと思うんですけれども、その1,097で、もう５年も10年も20年もほったらか

しというところもあると思うんですけれども、やはり空き家を再生するということで、その

1,097のところで、どのくらいリフォームしたり、再生して貸せるような状態になっている

か、それは把握していますか。 

○委員長（内藤久歳君） 大柴係長。 

○建設総務係長（大柴宏之君） 具体的な一戸一戸の把握というのはしてはいないんですが、

今、うちの空き家の対策の計画の中におきまして、1,097戸の戸数がありまして、その中で、

老朽度、危険度がちょっと多いランクのものが108戸。一応、そちらのほうは修繕等が必要

ということでの判定がなっている空き家があります。 

○委員長（内藤久歳君） 口委員。 

○委員（ 口孝之君） こうやって今見ると、空き家実態調査というのもやっているようです

から、やはりここはもうずっとあれだよとか、そういうことまで兼ねてやっていただければ、

空き家が少なくなって、また人に貸せたりして、再生ができるということだと思いますけれ

ども、その辺の配慮をお願いしたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 要望でいいですか。 

○委員（ 口孝之君） 要望です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  金丸委員。 

○委員（金丸 寛君） ２ページの12番、県事業の急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金600万、

予算化されていますけれども、この甲斐市内の急傾斜地、具体的にはどの辺が危険箇所とい

いますか、崩壊危険でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 大柴係長。 

○建設総務係長（大柴宏之君） 甲斐市内で県のほうが、こちらのほうは指定している区域に

はなるんですが、17か所が指定されております。 

  今回予算を計上しているこの負担金のほうなんですが、県のほうがそういう急傾斜地で行

う工事費に対して、負担割合がありまして、その予算にはなっているんですけれども、現状、

敷島の中村地区と双葉のつくし野地区においての県の工事費に対する市の負担金の金額とな

っております。 

○委員長（内藤久歳君） 金丸委員。 
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○委員（金丸 寛君） では、具体的に今の２か所。ありがとうございました。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。所管、いいですか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） 所管の委員の質疑がないようですので、所管以外の質疑を受けます。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） １ページですが、街路樹ということではないんですが、市道にかなり

管理されていない土地の木が、歩道や市道にかぶっているところがあります。原則的には、

持ち主がやるべきことなんだけれども、非常に高い木だから、脚立に登って、切って落とす

などは、ちょっと危なくてできないんですよ。そういう場合、そういったところが結構見当

たるんですが、市として何かやる考えはないかどうか。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 歩道へ出ている木とか枝とかと思うんですけれども、当然、歩道

に出ているんであれば危ないという、通る方がけがをする可能性もありますので、そこは市

のほうから持ち主の方に言ったりとはしていくんですけれども、全体的に繁茂しているよう

なものは、環境課であったり、そういうところでも対応すると思うんですけれども、基本的

には何かしらの対応はしていきます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ２ページの12番の土木総務事業の中の新規の空き家実態調査業務委

託。これは、空き家実態調査、調査の内容をちょっと簡単に教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 大柴係長。 

○建設総務係長（大柴宏之君） こちらの調査なんですが、今年度におきまして、各自治会の

区長様に、各地区の空き家の把握状況の調査の依頼をさせていただきました。 

  そちらの調査結果で出てきた物件及び今、うちのほうで管理台帳で管理している空き家の

物件を合わせた中で、その空き家の現地調査及び今の空き家の老朽度、危険度の判定、あと、

所有者の調査及び所有者に対するアンケート調査、あと、また現況図。今も現況図あるんで

すが、新たに増えたところの空き家とかの現況図の作成。あと、一戸一戸の空き家に対しま

しての管理台帳がありますので、そちらの管理台帳の作成業務というような内容になってお

ります。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかに。 
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  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それと、１ページの市道街路樹等管理委託が、今年よりも550万ばか

り減額されているんですけれども、その根拠というか、その理由は何でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 齋藤係長。 

○建設管理係長（齋藤一也君） お答えいたします。 

  今年度は市道の松ノ尾通りの街路樹伐採ということで、予算のほうを計上させていただい

ておりました。その事業のほうが、今年度終わりますので、約500万ほど減額となっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ５ページの02河川改修事業で、浸水対策水路群詳細設計業務委託で

す。これは、今回はどこの場所を設計されるんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切 治君） 今回この予算につきましては、来年度、または再来年度に

発注する予定の工事箇所につきまして、雨水調査の結果に基づいて、今からちょっと選定を

して、業者に設計委託が必要な箇所について、委託をする予定でございます。 

  現段階では、ここだという場所は決まっておりません。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） どちらのあれか分からんですけれども、１ページの11の中の道路維

持管理費か、同じことだと思うけれども、先ほどのありました自治会要望の道路維持管理費、

これは３ページになりますけれども、いずれにしろちょっと聞きたいのは、市道の道路維持

のことで伺うんですけれども、今年はそんなにはないんですけれども、たまに本議会のとき

に専決処分で、そこに道路瑕疵があって、車がちょっと陥没した所へやって、タイヤがどう

のこうので、７万円ぐらいをそうやって何とかと、そういうのがあるんですけれども、それ

はそれでも、しっかり皆さんが今後いろいろな形の中で見回ってくれて、維持管理してほし

いんです。 

  ただ、ガードレールとか、例えばそういうにぶつけたり、壊したりして、ただ、物損事故
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で届ければいいんだけれども、ただそのまま立ち去ってしまうようなところがかなりあると

いうことを聞くんですけれども、それはこの維持管理に入って、市道ですからやはり市が負

担をして直すということですか。そこをちょっとお聞かせ願いたい。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 今の市道での車の破損とか、そういうものに関しては、保険で対

応させてもらっているんですけれども、ガードレールにぶつけるというのも、今年も何件か

あったんですけれども、私の印象では、皆さんよく言ってきておられるなという印象はあり

ます。 

  車を傷つけてしまったというのも、グレーチングが跳ねたりして傷つけるという箇所があ

りますんで、それも全部パトロールして見つけられることができるかというと、なかなか難

しいんですけれども、今、市民の皆さんに、スマホから送ってもらえるようなシステムがで

きていますんで、かなりそれでも通報が来ていますので、対応していきたいと思っています。 

○委員長（内藤久歳君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 分かりました。 

  先日は防災課のほうで、ちょっと違う意味合いの中で、カーブミラーの破損とかそういう

ので、維持管理費を向こうは盛っているんだけれども、それは例えばカーブミラーも、ちょ

っと私もしらばくれて聞いているんだけれども、例えば建設課のほうで、折れたなら建設課

のほうのこちらのほうに入るんですか。カーブミラーなどもよく車で、ただガラスが割れる

ばかりではなくて、例えば倒れたとか、そういうのは。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 今のカーブミラーについては、防災のほうになると思うんですけ

れども、さっき言うようなガードレールが壊れているとか、通報がなくというのは、ある場

合もあるんですけれども、そういうときには建設課のほうで、維持管理費を使って直すよう

にはします。 

○委員長（内藤久歳君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 分かりました。 

  なるべくガードレールについては、うちの近所とかそういうのもかなりあるんですけれど

も、なるべく自治会なり何なり、いろいろ通報があったらこうとか、自分で名乗り上げるよ

うなことを措置をするように、何とか対策を立ててください。 

  委員長、質問変えます。よろしいですか。 
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○委員長（内藤久歳君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ３ページの02番、よろしいですか。 

  道路舗装工事８件の3,800万とあります。来年度は350万プラスと、今聞きました。この

８件について、細かい場所はいいんですけれども、大まかにどこの地区かをお教え願いたい。

お願いします。 

○委員長（内藤久歳君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切 治君） 地区としましては、それぞれ、竜王、双葉、敷島地区の舗

装工事を予定しております。竜王地区につきましては３路線、敷島地区につきましては２路

線、双葉地区につきましても２路線、あと、広域農道下今井駒沢線を予定しております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  この道路舗装工事についてですけれども、場所によりまして、下水道工事が終わった後に、

すごく平らなところと何回直しても同じ、もう本当に陥没して、雪が降ったりとか雨が降っ

たり、もう二、三日するとたまりっ放しというところがかなりあります。直線道路でも100

メーター、200メーター、場所は言いませんけれども、大体分かっていると思いますけれど

も、あるわけですけれども。 

  いち早く何回も直しても同じなんですけれども、そこのところはどちらがいけないのか。

施工がいけないのか、設計がいけないのかということで、厳しくは言いませんけれども、そ

うはいっても、それだけ通行に支障があるんですから、何とか対策を講じるようなことをし

てほしいんですけれども、答えられれば答弁をお願いしたいですけれども、よろしくお願い

します。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） そういう箇所もございますので、上下水道工務課と連携して、こ

れからやっていきたいと思っています。 

○委員長（内藤久歳君） いいですか。ほかに。 

  清水委員。 

○委員（清水和弘君） 引き続いて３ページの今の道路舗装の件で、通学路のグリーンベルト、

今年度は敷島、双葉ということで終わっていると思いますけれども、来年度の予定はどこか、

分かりますでしょうか。 
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○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 具体的にというのは出ていないんですけれども、この予算に通学

路グリーンベルト等補修工事、上にあるんですけれども、一応令和６年から８年まで３年計

画でやっていく予定ですので、ちょっとその辺を調査しながら、消えているような薄いよう

なところは、やり直していきたいと思っています。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  清水委員。 

○委員（清水和弘君） 先ほどもお話がありましたけれども、区画線の補修は、今年度予定は

ないということでいいんですね。予算取っていないということ。昨年は取っていないのか、

今年度取ったのか。 

○委員長（内藤久歳君） 芳賀課長。 

○建設課長（芳賀康貴君） 区画線の工事につきましても、区画線が消えてしまって、危険な

場所もあると思いますんで、そういうところは、この小改良の工事の予算を使いながら、や

っていきたいと思っています。 

○委員長（内藤久歳君） 清水委員。 

○委員（清水和弘君） 分かりました。 

  質問変えますけれども、よろしいですか。 

○委員長（内藤久歳君） どうぞ。 

○委員（清水和弘君） ２ページ、竜王駅の維持管理ですけれども、一番下の項目の中で、防

犯カメラの更新工事とありますけれども、更新工事の内容はどういう内容ですか。 

○委員長（内藤久歳君） 齋藤係長。 

○建設管理係長（齋藤一也君） お答えいたします。 

  今年度と来年度、２か年にわたって工事を行っておりまして、竜王駅の防犯カメラ、全部

で41台あるうちの南口広場13台を、今年度工事を行いました。あと、ハードディスク等の

交換も、今年度行っております。 

  来年度、28台分のカメラ、北口広場と通路、そして、エレベーターのカメラの更新工事

を行う予定であります。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 清水委員。 

○委員（清水和弘君） 竜王駅の今のハードディスク、それから、モニター関係の場所という
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のは、どこで監視、どこに設置がされているんですか。 

○委員長（内藤久歳君） 齋藤係長。 

○建設管理係長（齋藤一也君） モニター等は南口のトイレの横の掃除用具とか入っていると

ころがあるんですが、そちらの所に設置してございます。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ４ページの橋梁長寿命化推進事業01ですけれども、橋梁定期点検業

務委託ですけれども、今年は18橋で1,550万円でとあったんですけれども、来年は43橋で

1,200万円になっているんですけれども、この差についてちょっと教えていただけますか。 

○委員長（内藤久歳君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切 治君） 本年度の橋梁点検につきましては、点検の中で16橋が、

中央自動車道に架かっている橋でございまして、中央自動車道の橋を点検する場合に、規制

費というものが発生します。来年度につきましては、中央自動車道に架かる橋がございませ

んので、規制費がかかりませんから、その分安くなっております。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  そして、その下の鳥ケ池橋橋梁補修詳細設計委託が、今年も1,450万円計上しているんで

すけれども、来年もこれで1,800万円計上しているんですけれども、この内容について、ち

ょっと教えてください。 

○委員長（内藤久歳君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切 治君） お答えします。 

  本年度、鳥ケ池の詳細設計を予定しておりましたけれども、昨年度の点検結果で、来年度

工事を予定していますＪＲの跨線橋が、４段階の判定のうち３判定を受けまして、鳥ケ池よ

り悪い判定の結果が出ましたので、急遽、鳥ケ池の設計から、来年度工事を行う予定のＪＲ

の跨線橋の設計に切り替えたことによりまして、鳥ケ池を１年先送ったということになりま

す。 

  以上です。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 
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〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で質疑を終了いたします。 

  これで、建設課についての質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

  10分間、50分再開いたします。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 

  予算参考資料はナンバー８となります。 

  次に、都市計画課所管の事業について説明を求めます。 

  大木都市計画課長。 

○都市計画課長（大木 康君） 連日大変お疲れさまでございます。 

  都市計画課から令和６年度当初予算の概要につきましてご説明いたします。 

  予算参考資料ナンバー８、７ページをお開きください。また、予算説明書は104、105ペ

ージからとなります。 

  初めに、８款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費であります。 

  01都市計画関係職員費につきましては、予算額１億2,512万円で、財源内訳のその他は、

開発許可申請手数料や屋外広告物審査手数料などの都市計画手数料、残りは一般財源となり

ます。予算内容は、都市計画課職員17人分の人件費で、本年度当初予算と比較し175万

5,000円の増額となっております。 

  次に、10番、都市計画関係審議会費につきましては、予算額13万6,000円で、財源は全て

一般財源となります。事業内容は、委員報酬が都市計画審議会１回、景観審議会２回分の報

酬と食糧費、郵送料などの事務費等で、立地適正化計画の策定完了に伴い、審議会開催回数

が減少したことから、本年度当初予算と比較し９万8,000円の減額となっております。 

  次に、11番、都市計画諸費につきましては、予算額97万2,000円で、財源内訳のその他財

源は都市計画図、総括図売りさばき代、残りは一般財源となります。主な事業内容は、各種

協議会等参加や関係機関協議に伴う旅費、事務消耗品や郵送料などの事務費等、有料道路使
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用料の使用料及び賃借料のほか、景観重要樹木の指定に伴う標識設置による備品購入費と、

３団体への法令外負担金と９団体へのその他負担金で、立地適正化計画の策定業務が完了し

たことなどから、本年度当初予算と比較し2,123万8,000円の減額となっております。 

  次に、資料８ページ、予算説明書は106、107ページ。 

  ２目幹線道路整備費、01幹線道路整備事業につきましては、予算額3,194万5,000円で、

財源内訳の国庫支出金は道路整備に係る国の交付金、市債は合併特例債、残りは一般財源と

なります。事業内容は、事務消耗品や郵送料などの事務費等のほか、委託料が（仮称）篠原

地区公園整備に伴い、公園東側に面する市道塔之元八幡前線の道路改良に伴う測量設計業務

委託と、令和３年度に一部地権者の合意が得られなかったことから、暫定形で供用開始いた

しました市道新町本線について、このたび地権者１名から内諾が得られたことから、用地取

得に向けた補償再算定、不動産鑑定などの経費で、道路改良に伴う工事請負費と道路用地購

入に伴う公有財産購入費を併せて計上しております。 

  このほか、設計積算に係る図書資料の電子化に伴う使用料及び賃借料と、（仮称）篠原地

区公園整備に伴う市道各路線の電柱移設補償及び先ほどご説明いたしました新町本線の物件

補償に係る補償・補塡及び賠償金で、本年度当初予算と比較し1,270万3,000円の増額とな

っております。 

  次に、資料９、10ページ、４目公園管理費でありますが、01都市公園、市立公園維持管

理事業につきましては、予算額１億2,921万7,000円で、財源内訳の市債は合併特例債、そ

の他は公園施設使用料、残りは一般財源となります。 

  主な事業内容は、市内都市公園、市立公園計23園の維持管理経費で、公園管理消耗品や

燃料、光熱水費などの事務費等のほか、委託料は竜王、敷島、双葉、各地区の都市公園、市

立公園の清掃や除草、剪定作業、芝生の土壌改良等の業務委託と、近年、赤坂台総合公園、

島上条公園の芝生広場に、ヤハズソウやシロツメクサなどの外来種が繁茂していることなど

を踏まえ、抜本的な除草対策として、新たに薬剤散布業務委託を計画しております。 

  また、本年度に引き続き、公園利用者の利便性向上とにぎわいの創出、公民連携による新

たな魅力発信のほか、市内各地区のちびっこ広場、開発内公園と、地域いこいの広場の今後

の在り方や活用策の検討に向けたパークマネジメントプランの策定業務委託を行います。 

  このほか、使用料及び賃借料は、公園ＬＥＤ照明リース料で、工事請負費は赤坂台総合公

園歩道舗装改修工事、駐車場区画補修工事、都市公園遊具改修工事などに係る経費、原材料

費は公園管理用資機材の購入費、公課費は公用車の自動車重量税であります。 
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  昨年12月定例市議会において、繰越明許をいたしました都市公園トイレバリアフリー化

の工事の完了が見込まれることなどから、本年度当初予算と比較し2,992万5,000円の減額

となっております。 

  次に、資料11ページ、02開発内公園等維持管理事業につきましては、予算額2,214万

1,000円で、財源は全て一般財源となります。 

  事業内容は、各自治会のちびっ子広場95か所、開発内公園約160か所、地域いこいの広場

15か所のほか、県と管理協定を結び維持管理を行っております荒川河川公園と市内公共施

設の樹木・街路樹の維持管理経費で、高木の剪定、樹木消毒、遊具点検手数料などの事務費

等のほか、委託料として荒川河川公園公共施設及びちびっ子広場の維持管理業務、使用料及

び賃借料は桜の開花時期に荒川河川公園内に設置いたします仮設トイレのリース料でありま

す。 

  このほか、工事請負費は、公園の一般修繕工事、原材料費は公園管理用資材等の購入費、

備品購入費はちびっこ広場用ベンチ購入費、補助金は地域いこいの広場の設置に係る補助金

であります。各地区ちびっこ広場、開発内公園の修繕・工事が減少したことなどから、本年

度当初予算と比較し784万円の減額となっております。 

  次に、資料12ページ、５目公園建設費、01公園整備事業であります。03緑化センター跡

地活用事業は、予算額７億2,546万6,000円で、財源内訳の国庫支出金は都市公園整備に係

る国の交付金、市債は合併特例債、残りは一般財源であります。 

  事業内容でありますが、初めに、報償費は、山梨大学の大山教授にお願いしております公

園整備アドバイザーへの謝金、旅費につきましては、関係機関協議や先進地視察等に伴う普

通旅費、事務消耗品、郵送料等の事務費等、使用料及び賃借料は有料道路使用料であります。 

  次に、委託料は、施設内の除草、剪定に係る維持管理委託、来年度から工事着手いたしま

す子ども体験学習施設、多目的棟の工事管理等に係る業務委託、子ども体験学習施設内の屋

内遊具と公園内屋外遊具の設計業務委託、現在、設計業務と合わせ実施しておりますサウン

ディング業務の成果を基に、マネジメント手法や事業者の選定方法など、園内全体の運営を

目的とした支援業務委託であります。 

  このうち、建築物工事監理等業務委託は、各建築物の完成まで３か年を見込むことから、

現時点の想定事業費5,126万円のうち、進捗率を約25％と見込み、1,316万2,000円を予算計

上し、残額を令和７年以降の支出予定額として、債務負担行為を設定しております。債務負

担行為につきましては、後ほどご説明いたします。 
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  次に、工事請負費でありますが、これまで、山梨県緑化センター跡地活用特別委員会にて

ご説明してまいりましたとおり、令和８年度内の開園を目指し、来年度から次世代へつなぐ

創造の森（仮称）篠原地区公園の本格的な工事に着手いたします。園路、広場などの公園整

備工事ほか、旧緑化センター施設内の構造物、埋設物、既存樹木などの残存物撤去工事、こ

どもまんなかにおける本市の子育て支援の中核となる子ども体験学習施設建設工事、北区画

の屋根つき広場を含む多目的棟と南区画トイレ棟などの多目的棟等建設工事であります。 

  公園整備工事は、完成まで２か年は見込むことから、現時点の想定事業費５億7,870万

2,000円のうち、進捗率を約25％と見込み１億2,261万5,000円を、子ども体験学習施設及び

多目的棟等の建設工事は、完成まで３か年を見込むことから、子ども体験学習施設は、想定

事業費21億5,982万5,000円のうち、進捗率を約22％と見込み４億4,020万5,000円を、多目

的棟等は、想定事業費２億9,989万5,000円のうち、進捗率を約25％と見込み6,727万2,000

円を、それぞれ予算計上し、工事監理等業務委託と同じく、残額を令和７年度以降の支出予

定額として、債務負担行為を設定しております。 

  来年度は、公園本体ほか、建築物等の工事に要する経費を計上したことから、本年度当初

予算と比較し４億3,939万6,000円の増額となっております。 

  次に、債務負担行為に係る令和６年度以降の支出予定額をご説明いたしますので、予算説

明書150ページをお開きください。 

  最下段の項目、（仮称）篠原地区公園子ども体験学習施設等の整備といたしまして、令和

７年４月１日から令和９年３月31日までの支出予定額として、公園管理等業務委託と公園

子ども体験学習施設、多目的棟等に係る工事費、限度額は24億4,642万8,000円で、財源内

訳の国庫支出金は、都市公園整備に係る国の交付金、地方債は公共事業等債など、残りは一

般財源であります。内容につきましては、先ほどご説明いたしました委託料、建築物工事監

理等業務委託における現時点の想定事業費から、令和６年度当初予算計上額を除いた3,809

万8,000円と、工事請負費の公園整備工事、子ども体験学習施設、多目的棟等建設工事にお

ける現時点の想定事業費から、令和６年度当初予算計上額を除く24億833万円の合計であり

ます。 

  （仮称）篠原地区公園の整備につきましては、令和２年度から公園事業の検討を行い、活

用アイデア募集や市民ワークショップ等の市民参加による取組を進め、昨年11月６日の特

別委員会では、緑化センター跡地の既存樹木や緑を生かしつつ、子育て山のヴィラなど複合

的な機能を有した子ども体験学習施設や、屋根つき広場を有する多目的棟、遊具アスレチッ



－261－ 

ク広場、芝生広場、イベント広場など、基本設計終了時点の計画案をお示しいたしました。 

  年度内には設計業務が完了となることから、内容を精査した上で、できるだけ早い時期に

特別委員会にてご説明をさせていただきます。 

  本年３月末で旧施設の閉園から丸10年となりました。社会経済情勢の大きな変革による

資機材の価格高騰や、働き方改革による人件費の上昇などといった建設工事費への高騰や、

脱炭素、防災機能の強化など、新たな課題への対応が求められており、不確定な要素も多く

ございますが、議員の皆様からもコスト縮減といった声をいただいているところであります。 

  都市公園や周辺道路整備においても、国の様々な交付金を有効活用するために、ふるさと

応援寄附金やクラウドファンディングの活用、施設機能の効率化や公民連携による運営、維

持管理手法の検討など、市費の歳出抑制に努め、市民の皆様のニーズやアイデアが結集をさ

れた次世代へつなぐ創造の森が早期に実現するよう、令和８年度内の完成を目指し、事業を

進めてまいります。 

  最後に、資料13ページ、予算説明書は108、109ページにお戻りください。 

  ７目緑化推進費、01緑化推進事業につきましては、予算額1,501万6,000円で、財源内訳

のその他は、本年度実施いたしました岩森のポピー、コスモス花畑におけるクラウドファン

ディングの特定事業等寄附金、残りは一般財源となります。 

  事業内容でありますが、市民の緑化意識の普及啓発と緑化活動の推進を図るための経費で、

事務費等として、市内の花壇、プランターの花の苗、記念樹の購入経費、郵送料等のほか、

通称コニファー通り、旧廃軌道の榎・玉幡地区商店街などに設置しておりますプランター、

コンテナの撤去手数料、委託料は花壇、プランターの維持管理経費であります。 

  また、工事請負費は篠原地区内の花壇改修に係る工事経費、原材料費は花壇の補修材料等、

備品購入費は、老朽化したプランターと、クラウドファンディングを活用し、岩森の花畑へ

新たに設置いたしますベンチ、テーブルなどの購入経費、負担金及び補助金は、緑化ボラン

ティアの母体組織、甲斐市花と緑のまちづくり推進協議会への補助と、生け垣、花壇等の設

置補助金で、本年度当初予算と比較し131万4,000円の減額となっております。 

  以上が、都市計画課の令和６年度当初予算の概要となります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  なお、都市計画課については、特別委員会の委員会の関係もあることから、所管ではなく、
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どなたからでも質問ができますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  質問はございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 12ページ、緑化センターの関係で子ども体験学習施設、22％で４億

4,000万円ですか、それから、21億ぐらいですか。これは１平米当たりどれぐらいの単価に

なる予定なんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） こちらの工事請負費につきましては、令和３年度に整備基本

計画を策定した際に、概算整備事業費ということで、いろいろな類似する施設等の金額を基

に、参考として計上させていただいております。今年度、設計業務を行っておりまして、実

際の単価というのは、今後出てまいりますけれども、あくまでも36億4,800万円ということ

で、お示しした数字を割り返して計上したものでありますので、あくまでもこれは概算とい

うふうにお考えいただきたいと思います。 

○委員長（内藤久歳君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） ということは、ちょっと建築費高騰とかいろいろありますよね。そう

すると、36億を超えてしまうということも想定しているということなんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） 我々もそれを一番苦慮しているところでありまして、現在、

皆様にお示ししていますこの概算事業費というのは、令和３年度の調査を基に出していると。

それを令和４年度に一旦補正はかけているんですけれども、それと比べますと、今、資機材

等で20％か30％上がっていると、あと、労務単価も上がっていると。４月からは、建設業

界の働き方改革ということで、土日がお休みになるということで、労務単価も上がってまい

ります。 

  そんな中で、我々もどうやってコストをその中で落としていくのか。この金額については、

我々もしっかりと上限というのを意識しながら進めてまいるわけですけれども、そういった

不測の事態が出た場合につきましては、また特別委員会等でご報告をさせていただきます。 

  我々としても、このあくまでも概算の事業費を守った上で、この公園の整備は進めていき

たいという考えではございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。 

  谷口委員。 
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○委員（谷口和男君） 頑張っていらっしゃるとは思うんですけれども、脱炭素との関係で、

何かちょっと経費がかかるとか、そういうふうなこともあるんでしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） もともと公園の整備につきましては、脱炭素の先行地域とは

別に、なるべく環境に優しい公園ということで、我々も計画しておりました。その中で、太

陽光とか蓄電池とか、そういった施設は載せていくわけでございますけれども、やはりそれ

らの機器も近年、資機材、高騰しておりますので、そういった面で、経費の上昇が見込まれ

るのと、先ほどもちょっとご説明しましたけれども、能登半島沖の地震の関係もございまし

て、もともと防災機能の強化ということで、あそこにつきましては、一時避難時に地域防災

計画に位置づけた上、整備を進めていくわけですけれども、なるべくそういったいろいろな

災害の経験とか得られた知見を、そこの公園内に取り入れていきたいということをやってい

ますんで、脱炭素とか防災機能というのは、先ほどご説明した工事経費の上昇とともに、今

後憂慮していかなければならない問題であるというふうに考えております。 

○委員長（内藤久歳君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） では、脱炭素とか防災とかは、今のところ、考慮しないでこの金額に

なってしまっているということですか。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） それらの機能も含めて、36億4,800万円という数字で、現時

点では計画のほう進めているところでございます。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 10ページの上から４つ目なんですけれども、パークマネジメントプ

ラン策定支援業務というのが、今年度も計上されているんですけれども、これは２年にわた

って計上しているのはどういう理由でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 田邊係長。 

○緑化推進係長（田邊 誠君） お答えします。 

  当初計画上、都市公園と市立公園だけ計画の対象に含みまして、計画のほうを策定を考え

ておりましたが、内部のほうでいろいろ検討をしまして、都市公園と市立公園以外にも、市

内にはちびっこ広場や地域いこいの広場、開発内公園等がございますので、そういったもの

も踏まえて、今後検討していくとなりますと、１年での計画策定では難しいという判断にな
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りまして、計画を２年に分けて策定するということになりました。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  あと、工事請負費の中で、赤坂台公園の問題が上から３つ目、赤坂台総合公園シバザクラ

花壇改修工事というのが、今年も盛ってあるんですけれども、これは２年にわたるというの

はどういう理由でしょうか。 

○委員長（内藤久歳君） 田邊係長。 

○緑化推進係長（田邊 誠君） お答えします。 

  赤坂台総合公園のシバザクラの花壇改修工事につきましては、これまで年次計画で花壇の

改修工事を行い、植栽の時期ですとか栽培の方法などを見直しを行い、整備等を進めてまい

りましたが、現状、なかなかシバザクラのつきがあまりよろしくないものですので、ちょっ

と今後、複数年かけまして、花壇の土壌改良ですとか、そういったものも踏まえまして、改

良等を行ってまいりたいというふうに考えています。 

○委員長（内藤久歳君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） そうすると、これはまだ６年でも終わらないで、まだ７年も続く事業

ということですか。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） この赤坂台総合公園のシバザクラの関係ですけれども、先ほ

ど係長が説明したとおり、年次計画でやっておりました。おおむねこれまで５年、６年かけ

て、この工事を実施してきました。その間、なかなかシバザクラ、生育が悪いという中で、

事業者を替えたり、そういうふうにやってまいりましたけれども、やはりこの近年の高温、

春場はいいんですけれども、どうしても夏場に焼けてしまうというような状況が、ここ２年

ぐらい発生しておりますので、実際、今年度当初予算には計上させていただいておりますが、

今年度は執行しておりません。来年度もこの予算計上させていただいているんですけれども、

もう根本的に、このシバザクラの問題をどうしていくのかということを考えなければなりま

せんので、また、こちらにつきましては、予算のほうは計上させていただいておるんですけ

れども、またその内容等につきましては、担当のほうでどういう形がいいかというのを再検

討させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  松井委員。 
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○委員（松井 豊君） 11ページの開発内公園ですが、公園の種類と件数が分かったら教え

てください。 

○委員長（内藤久歳君） 田邊係長。 

○緑化推進係長（田邊 誠君） 開発内公園の設置数でございますが、全体で約160か所にな

ります。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 内訳、１種類ではないですよ。２種類か３種類ありましたよね。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） 公園の種類でございます。開発内公園が約160、ちびっこ広

場が95、地域いこいの広場が15自治会でございます。 

○委員長（内藤久歳君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） それだと、110だけれども。 

○委員長（内藤久歳君） 大木課長。 

○都市計画課長（大木 康君） もう一度お答えさせていただきます。 

  開発内公園が約160、ちびっこ広場が95、地域いこいの広場が15自治会、以上でございま

す。 

○委員長（内藤久歳君） よろしいですか。ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、以上で質疑を終了します。 

  これで、都市計画課についてを終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○委員長（内藤久歳君） 会議を再開します。 

  予算参考資料はナンバー９となります。 

  次に、上下水道業務課、上下水道工務課所管の事業について、一括で説明を求めます。 

  寺島上下水道課長。 
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○上下水道業務課長（寺島 信君） 大変お疲れさまでございます。 

  それでは、上下水道業務課及び工務課の所管いたします一般会計からの繰出金につきまし

て、ご説明を申し上げます。 

  なお、説明につきましては、予算参考資料に沿ってご説明をさせていただきます。 

  それでは、予算参考資料のナンバー９、１ページをお願いいたします。予算説明書は86、

87ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生総務費、ナンバー16簡易水道事業会計繰出

金につきましては、予算額7,231万6,000円で、財源内訳といたしましては全て一般財源で

ございます。詳細につきましては、後日、簡易水道事業会計の予算審議がございますので、

その際にご説明をさせていただきます。 

  続きまして、その下、ナンバー17小規模水道維持事業につきましては、予算額15万6,000

円で、財源内訳といたしましては一般財源でございます。事業の内容につきましては、千田

地区の水質検査委託料と郵便料等でございます。 

  次に、予算参考資料の２ページをお願いいたします。予算説明書は88、89ページでござ

います。 

  ４款衛生費、３項１目清掃費、ナンバー08地域し尿処理施設特別会計繰出金につきまし

ては、予算額342万円で、財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  次に、同じく予算参考資料の２ページ、真ん中の表でございます。予算説明書につきまし

ては、94、95ページをお願いいたします。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、ナンバー20農業集落排水事業特別会

計繰出金につきましては、予算額668万3,000円で、財源内訳といたしましては全て一般財

源でございます。 

  次に、同じく予算参考資料２ページの下の表、予算説明書につきましては106、107ペー

ジをお願いいたします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、３目下水道費、ナンバー01下水道事業会計繰出金につき

ましては、予算額10億5,789万9,000円で、財源内訳といたしましては全て一般財源でござ

います。 

  続きまして、ナンバー２戸別合併処理浄化槽事業会計繰出金につきましては、予算額

1,713万7,000円で、財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  なお、各繰出金の詳細につきましては、後日の予算審議の中でご説明をさせていただきま
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す。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（内藤久歳君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。所管は建設経済常任委員会です。 

  質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  続いて、所管以外の委員の質疑を受けます。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（内藤久歳君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  これで、上下水道業務課、上下水道工務課についてを終了いたします。 

  以上で本日の審査を終了し、散会といたします。 

  明日は午前９時30分より再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２２分 

 


